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定款変更について

　「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

等の施行について（通知）」（社援発 1213 第１号、令和元年 12 月 13 日）において、「成年被後見

人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴

い、社会福祉士及び介護福祉士法が次のように見直されました。

１ 社会福祉士及び介護福祉士の欠格事由の見直し（法第３条並びに規則第１条の２及び第15条関係）

　法第３条に定める社会福祉士及び介護福祉士の欠格事由について、同条第１号を「成年被後見人又は

被保佐人」から「心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者と

して厚生労働省令で定めるもの」に改め、同号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により

社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う

ことができない者とすること。また、上記に伴い、所定の様式を改正すること。

　また、法第３条第１号に心身の故障がある者に対する個別的・実質的な審査によって適格性を判断す

る規定を設けたことに伴い、同条各号で定める欠格事由等に該当する場合の届出義務者について、整理

を行うもの。

　本会の定款においては賛助会員について、成年後見人又は被保佐人を欠格事由にしていますが、

その必要性がないため次の通り定款を変更します。

○変更箇所抜粋

変更案 現　行

（会員資格の喪失）

第１３条　会員が次の各号の一に該当する場合に

は、その資格を喪失する。

（１）退会したとき。

（２）会員である法人、団体が解散又は破産し

たとき。

（３）正当な理由がなく会費を１年以上納入し

なかったとき。

（４）死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

（５）第 12 条の規定により除名されたとき。

（６）総正会員が同意したとき。

（会員資格の喪失）

第１３条　会員が次の各号の一に該当する場合に

は、その資格を喪失する。

（１）退会したとき。

（２）会員である法人、団体が解散又は破産し

たとき。

（３）正当な理由がなく会費を１年以上納入し

なかったとき。

（４）成年被後見人又は被保佐人になったとき。

（５）死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

（６）第 12 条の規定により除名されたとき。

（７）総正会員が同意したとき。

附　則

１～３．（略）

附　則

　2018 年 6 月 16 日変更、施行

附　則

　2020 年 6 月 30 日変更、施行

附　則

　2021 年 3 月 20 日変更、施行

附　則

１～３．（略）

附　則

　2018 年 6 月 16 日変更、施行

附　則

　2020 年 6 月 30 日変更、施行

－3－－2－－2－



公益社団法人　日本社会福祉士会　定款
変更案全文

第 1章　総　則

（名　称）

第１条　本会は、公益社団法人日本社会福祉士会

と称する。

２　 本 会 の 英 語 に よ る 表 記 は「Japanese   

Association of Certified Social Workers」

と称し、略称を「JACSW」とする。

（組　織）

第２条　本会は、全国を区域とし、都道府県社会

福祉士会で組織する。

（定　義）

第３条　この定款において、社会福祉士とは、「社

会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第

30 号。以下「法」という。）」第 28 条の規定に

より社会福祉士として現に登録している者を

いう。

２　この定款において、都道府県社会福祉士会

とは、ひとつの都道府県を単位とし、当該区

域内に在住又は在勤する社会福祉士によって

組織された法人（以下 ｢ 都道府県社会福祉士

会 ｣という。）であるものをいう。

（事務所）

第４条　本会は、主たる事務所を東京都新宿区

に置く。

２　本会は、理事会の決議を経て、従たる事務

所を必要な地に置くことができる。これを変

更又は廃止する場合も同様とする。

（目　的）

第５条　本会は、社会福祉士の倫理を確立し、専

門的技能を研鑽し、社会福祉士の資質と社会的

地位の向上に努めるとともに、都道府県社会福

祉士会と協働して人々の生活と権利の擁護及び

社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

第 1章　総　則

（名　称）

第１条　本会は、公益社団法人日本社会福祉士会

と称する。

２　 本 会 の 英 語 に よ る 表 記 は「Japanese 

Association of Certified Social Workers」

と称し、略称を「JACSW」とする。

（組　織）

第２条　本会は、全国を区域とし、都道府県社会

福祉士会で組織する。

（定　義）

第３条　この定款において、社会福祉士とは、「社

会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第

30 号。以下「法」という。）」第 28 条の規定に

より社会福祉士として現に登録している者を

いう。

２　この定款において、都道府県社会福祉士会

とは、ひとつの都道府県を単位とし、当該区

域内に在住又は在勤する社会福祉士によって

組織された法人（以下 ｢ 都道府県社会福祉士

会 ｣という。）であるものをいう。

（事務所）

第４条　本会は、主たる事務所を東京都新宿区

に置く。

２　本会は、理事会の決議を経て、従たる事務

所を必要な地に置くことができる。これを変

更又は廃止する場合も同様とする。

（目　的）

第５条　本会は、社会福祉士の倫理を確立し、専

門的技能を研鑽し、社会福祉士の資質と社会的

地位の向上に努めるとともに、都道府県社会福

祉士会と協働して人々の生活と権利の擁護及び

社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

変更案 現　行
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変更案 現　行

（事　業）

第６条　本会は、前条の目的を達成するため、

次の事業を行う。

（１）社会福祉の援助を必要とする人々の生活

と権利の擁護に関すること。

（２）国内外の社会福祉の発展に寄与するため

の普及啓発活動及び社会福祉専門職団体等

との連携に関すること。

（３）社会福祉施設並びに福祉サービスの機能

及び質の向上、並びにその評価に関するこ

と。

（４）社会福祉士の職務に関する知識及び技術

の向上に関すること。

（５）社会福祉士の倫理及び資質の向上に関す

ること。

（６）社会福祉士の資格制度の充実発展並びに

普及啓発に関すること。

（７）社会福祉及び社会福祉士に関する調査研

究に関すること。

（８）日本社会福祉士学会を置き社会福祉士及

び社会福祉に関する学術研究を行うこと。

（９）正会員との連携及び正会員の支援に関す

ること。

（10）その他目的達成のために必要なこと。

２　前項の事業は、本邦及び海外において行う

ものとする。

第 2章　会　員

（倫理綱領）

第７条　本会の正会員は、総会で別途定める倫

理綱領を遵守する。

（種　別）

第８条　本会の会員は、次の 4 種とし、正会員

をもって一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律（以下、「一般社団及び一般財団法人

法」という。）上の社員とする。

（１）正会員　都道府県社会福祉士会であって、

本会の目的に賛同して入会した法人。

（事　業）

第６条　本会は、前条の目的を達成するため、

次の事業を行う。

（１）社会福祉の援助を必要とする人々の生活

と権利の擁護に関すること。

（２）国内外の社会福祉の発展に寄与するため

の普及啓発活動及び社会福祉専門職団体等

との連携に関すること。

（３）社会福祉施設並びに福祉サービスの機能

及び質の向上、並びにその評価に関するこ

と。

（４）社会福祉士の職務に関する知識及び技術

の向上に関すること。

（５）社会福祉士の倫理及び資質の向上に関す

ること。

（６）社会福祉士の資格制度の充実発展並びに

普及啓発に関すること。

（７）社会福祉及び社会福祉士に関する調査研

究に関すること。

（８）日本社会福祉士学会を置き社会福祉士及

び社会福祉に関する学術研究を行うこと。

（９）正会員との連携及び正会員の支援に関す

ること。

（10）その他目的達成のために必要なこと。

２　前項の事業は、本邦及び海外において行う

ものとする。

第 2章　会　員

（倫理綱領）

第７条　本会の正会員は、総会で別途定める倫

理綱領を遵守する。

（種　別）

第８条　本会の会員は、次の 4 種とし、正会員

をもって一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律（以下、「一般社団及び一般財団法人

法」という。）上の社員とする。

（１）正会員　都道府県社会福祉士会であって、

本会の目的に賛同して入会した法人。
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変更案 現　行

（２）賛助会員　本会の事業を賛助するため入

会した個人、法人又は団体。

（３）名誉会員　本会に功労のあった者又は学

識経験者で総会において承認された者。

（４）特別会員　前各号以外の個人、法人又は

団体で、理事会で承認されたもの。

（入　会）

第９条　正会員及び賛助会員として入会しよう

とする者は、理事会が別に定める入会申込書

により、申し込みをし、理事会の承認を受け

なければならない。

２　入会は、理事会において可否を決定し、申

し込みをしたものに通知するものとする。

３　正会員にあっては、本会に対してその権利

を行使する者（以下「会員代表者」という。）

を定め、本会に届け出るものとする。

４　会員代表者を変更した場合は、速やかに本

会に届け出なければならない。

（会　費）

第１０条　正会員は、総会において別に定める

会費を納入しなければならない。

２　賛助会員は、総会において別に定める賛助

会費を納入しなければならない。

３　既納の会費及びその他の拠出金は返還しな

い。

（退　会）

第１１条　会員は、理事会が定める退会届を提

出し、任意に退会することができる。

（除　名）

第１２条　会員が次の各号の一に該当する場合

は、総会において、総正会員の半数以上であっ

て、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の決議

に基づき、除名することができる。この場合、

その会員に対し、総会の 1週間前までに、理由

を付して除名する旨を通知し、総会において、

決議前に弁明の機会を与えなければならない。

（２）賛助会員　本会の事業を賛助するため入

会した個人、法人又は団体。

（３）名誉会員　本会に功労のあった者又は学

識経験者で総会において承認された者。

（４）特別会員　前各号以外の個人、法人又は

団体で、理事会で承認されたもの。

（入　会）

第９条　正会員及び賛助会員として入会しよう

とする者は、理事会が別に定める入会申込書

により、申し込みをし、理事会の承認を受け

なければならない。

２　入会は、理事会において可否を決定し、申

し込みをしたものに通知するものとする。

３　正会員にあっては、本会に対してその権利

を行使する者（以下「会員代表者」という。）

を定め、本会に届け出るものとする。

４　会員代表者を変更した場合は、速やかに本

会に届け出なければならない。

（会　費）

第１０条　正会員は、総会において別に定める

会費を納入しなければならない。

２　賛助会員は、総会において別に定める賛助

会費を納入しなければならない。

３　既納の会費及びその他の拠出金は返還しな

い。

（退　会）

第１１条　会員は、理事会が定める退会届を提

出し、任意に退会することができる。

（除　名）

第１２条　会員が次の各号の一に該当する場合

は、総会において、総正会員の半数以上であっ

て、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の決議

に基づき、除名することができる。この場合、

その会員に対し、総会の 1週間前までに、理由

を付して除名する旨を通知し、総会において、

決議前に弁明の機会を与えなければならない。
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変更案 現　行

（１）本会の定款又は規則に違反したとき。

（２）本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する

行為をしたとき。

（３）その他正当な理由があるとき。

２　前項により除名が決議されたときは、その

会員に対し通知するものとする。

（会員資格の喪失）

第１３条　会員が次の各号の一に該当する場合

には、その資格を喪失する。

（１）退会したとき。

（２）会員である法人、団体が解散又は破産し

たとき。

（３）正当な理由がなく会費を１年以上納入し

なかったとき。

（４）成年被後見人又は被保佐人になったとき。

（５）死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

（６）第 12 条の規定により除名されたとき。

（７）総正会員が同意したとき。

（会員資格喪失に伴う権利及び義務）

第１４条　会員が第 13 条の規定によりその資格

を喪失したときは、本会に対する会員として

の権利を失い、義務を免れる。但し、未履行

の義務は、これを免れることはできない。

第 3章　役　員

（種類及び定数）

第１５条　本会に次の役員を置く。

（１）理事　  7 人以上 13 人以内

（２）監事　　1人又は 2人

２　理事のうち 1 人を会長、3 人以内を副会長と

する。

３　前項以外の理事のうち 1 人を専務理事とす

ることができる。

４　会長をもって一般社団及び一般財団法人法

上の代表理事とする。

５　副会長及び専務理事をもって一般社団及び

一般財団法人法上の業務執行理事とする。

（１）本会の定款又は規則に違反したとき。

（２）本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する

行為をしたとき。

（３）その他正当な理由があるとき。

２　前項により除名が決議されたときは、その

会員に対し通知するものとする。

（会員資格の喪失）

第１３条　会員が次の各号の一に該当する場合

には、その資格を喪失する。

（１）退会したとき。

（２）会員である法人、団体が解散又は破産し

たとき。

（３）正当な理由がなく会費を１年以上納入し

なかったとき。

（４）死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

（５）第 12 条の規定により除名されたとき。

（６）総正会員が同意したとき。

（会員資格喪失に伴う権利及び義務）

第１４条　会員が第 13 条の規定によりその資格

を喪失したときは、本会に対する会員として

の権利を失い、義務を免れる。但し、未履行

の義務は、これを免れることはできない。

第 3章　役　員

（種類及び定数）

第１５条　本会に次の役員を置く。

（１）理事　  7 人以上 13 人以内

（２）監事　　1人又は 2人

２　理事のうち 1 人を会長、3 人以内を副会長と

する。

３　前項以外の理事のうち 1 人を専務理事とす

ることができる。

４　会長をもって一般社団及び一般財団法人法

上の代表理事とする。

５　副会長及び専務理事をもって一般社団及び

一般財団法人法上の業務執行理事とする。

－7－－6－－6－



変更案 現　行

（選任等）

第１６条　理事及び監事は、総会において選任

する。

２　会長、副会長、及び専務理事は理事会の決

議によって、理事の中から選出する。

３　理事のうち、理事のいずれか 1名とその配偶

者又は三親等内の親族その他、特別の関係に

ある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超

えてはならない。監事についても同様とする。

４　監事は、本会の理事又は使用人を兼ねるこ

とができない。

５　他の同一の団体の理事又は使用人である者

その他これに準ずる相互に密接な関係にある

理事の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超え

てはならない。監事についても同様とする。

６　理事又は監事に異動があったときには、2 週

間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に

届出なければならない。

（理事の職務権限）

第１７条　会長は、本会を代表し、その業務を

統括する。

２　副会長は、会長を補佐し、理事会において

別に定めるところにより、本会の業務を分担

執行する。また、会長に事故があるとき又は

会長が欠けたときは、理事会が予め決定した

順序によって、代表権の行使を除き、その業

務執行に係る職務を代行する。

３　専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理

事会において別に定めるところにより、本会

の業務を分担執行する。また、会長及び副会

長に事故があるとき、又は会長及び副会長が

欠けたときは代表権の行使を除き、会長及び

副会長の業務執行に係る職務を代行する。

４　会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に

4ヶ月を超える間隔で 2回以上、自己の職務の

執行の状況を理事会に報告しなければならな

い。

（選任等）

第１６条　理事及び監事は、総会において選任

する。

２　会長、副会長、及び専務理事は理事会の決

議によって、理事の中から選出する。

３　理事のうち、理事のいずれか 1名とその配偶

者又は三親等内の親族その他、特別の関係に

ある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超

えてはならない。監事についても同様とする。

４　監事は、本会の理事又は使用人を兼ねるこ

とができない。

５　他の同一の団体の理事又は使用人である者

その他これに準ずる相互に密接な関係にある

理事の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超え

てはならない。監事についても同様とする。

６　理事又は監事に異動があったときには、2 週

間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に

届出なければならない。

（理事の職務権限）

第１７条　会長は、本会を代表し、その業務を

統括する。

２　副会長は、会長を補佐し、理事会において

別に定めるところにより、本会の業務を分担

執行する。また、会長に事故があるとき又は

会長が欠けたときは、理事会が予め決定した

順序によって、代表権の行使を除き、その業

務執行に係る職務を代行する。

３　専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理

事会において別に定めるところにより、本会

の業務を分担執行する。また、会長及び副会

長に事故があるとき、又は会長及び副会長が

欠けたときは代表権の行使を除き、会長及び

副会長の業務執行に係る職務を代行する。

４　会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に

4ヶ月を超える間隔で 2回以上、自己の職務の

執行の状況を理事会に報告しなければならな

い。
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変更案 現　行

（監事の職務権限）　

第１８条　監事は、次に掲げる職務を行う。

（１）理事の職務執行の状況を監査し、法令で

定めるところにより、監査報告を作成する

こと。

（２）本会の業務及び財産の状況を調査するこ

と、並びに各事業年度に係る計算書類及び

事業報告等を監査すること。

（３）総会及び理事会に出席し、必要あると認

めるときは意見を述べること。

（４）理事が不正の行為をし、若しくはその行

為をするおそれがあると認めるとき、又

は法令若しくは定款に違反する事実若し

くは著しく不当な事実があると認めると

きは、これを総会及び理事会に報告する

こと。

（５）前号の報告をするため必要があるとき

は、会長に理事会の招集を請求すること。

但し、その請求があった日から 5 日以内

に、その請求があった日から 2 週間以内

の日を理事会の日とする招集通知が発せ

られない場合は、直接理事会を招集する

こと。

（６）理事が総会に提出しようとする議案、書

類その他法令で定めるものを調査し、法令

若しくは定款に違反し、又は著しく不当な

事項があると認めるときは、その調査の結

果を総会に報告すること。

（７）理事が本会の目的の範囲外の行為その

他法令若しくは定款に違反する行為をし、

又はその行為をするおそれがある場合に

おいて、その行為によって本会に著しい

損害が生ずるおそれがあるときは、その

理事に対し、その行為をやめることを請

求すること。

（８）その他監事に認められた法令上の権限を

行使すること。

（任　期）

第１９条　役員の任期は、選任後 2 年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する通

常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

（監事の職務権限）　

第１８条　監事は、次に掲げる職務を行う。

（１）理事の職務執行の状況を監査し、法令で

定めるところにより、監査報告を作成する

こと。

（２）本会の業務及び財産の状況を調査するこ

と、並びに各事業年度に係る計算書類及び

事業報告等を監査すること。

（３）総会及び理事会に出席し、必要あると認

めるときは意見を述べること。

（４）理事が不正の行為をし、若しくはその行

為をするおそれがあると認めるとき、又

は法令若しくは定款に違反する事実若し

くは著しく不当な事実があると認めると

きは、これを総会及び理事会に報告する

こと。

（５）前号の報告をするため必要があるとき

は、会長に理事会の招集を請求すること。

但し、その請求があった日から 5 日以内

に、その請求があった日から 2 週間以内

の日を理事会の日とする招集通知が発せ

られない場合は、直接理事会を招集する

こと。

（６）理事が総会に提出しようとする議案、書

類その他法令で定めるものを調査し、法令

若しくは定款に違反し、又は著しく不当な

事項があると認めるときは、その調査の結

果を総会に報告すること。

（７）理事が本会の目的の範囲外の行為その

他法令若しくは定款に違反する行為をし、

又はその行為をするおそれがある場合に

おいて、その行為によって本会に著しい

損害が生ずるおそれがあるときは、その

理事に対し、その行為をやめることを請

求すること。

（８）その他監事に認められた法令上の権限を

行使すること。

（任　期）

第１９条　役員の任期は、選任後 2 年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する通

常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

－9－－8－－8－



変更案 現　行

但し、連続して 4 期を超えて選任されること

はできないものとする。

２　補欠又は増員により理事に選任された者の

任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

３　補欠により監事に選任された者の任期は、

前任者の残任期間とする。

４　役員は、第 15 条第 1 項で定めた役員の員数

が欠けた場合には、辞任又は任期満了後におい

ても、新たに選任された者が就任するまでは、

なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（解　任）

第２０条　役員は、いつでも総会の決議によっ

て、解任することができる。但し、監事を解

任する場合は、総正会員の半数以上であって、

総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の決議に基

づいて行わなければならない。この場合、そ

の役員に対し、決議する前に弁明の機会を与

えなければならない。

（報酬等）

第２１条　理事及び監事に対して、総会におい

て定める総額の範囲内で、総会において別に

定める報酬等の支給の基準に従って算定した

額を、報酬等として支給することができる。

２　役員には費用を弁償することができる。

３　前項に関し必要な事項は、理事会の決議を

経て、会長が別に定める。

（取引の制限）

第２２条　理事が次に掲げる取引をしようとす

る場合は、その取引について重要な事実を開

示し、理事会の承認を得なければならない。

（１）自己又は第三者のためにする本会の事業

の部類に属する取引

（２）自己又は第三者のためにする本会との取　　

引

（３）本会がその理事の債務を保証することそ

の他理事以外の者との間における本会とそ

の理事との利益が相反する取引

但し、連続して 4 期を超えて選任されること

はできないものとする。

２　補欠又は増員により理事に選任された者の

任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

３　補欠により監事に選任された者の任期は、

前任者の残任期間とする。

４　役員は、第 15 条第 1 項で定めた役員の員数

が欠けた場合には、辞任又は任期満了後におい

ても、新たに選任された者が就任するまでは、

なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（解　任）

第２０条　役員は、いつでも総会の決議によっ

て、解任することができる。但し、監事を解

任する場合は、総正会員の半数以上であって、

総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の決議に基

づいて行わなければならない。この場合、そ

の役員に対し、決議する前に弁明の機会を与

えなければならない。

（報酬等）

第２１条　理事及び監事に対して、総会におい

て定める総額の範囲内で、総会において別に

定める報酬等の支給の基準に従って算定した

額を、報酬等として支給することができる。

２　役員には費用を弁償することができる。

３　前項に関し必要な事項は、理事会の決議を

経て、会長が別に定める。

（取引の制限）

第２２条　理事が次に掲げる取引をしようとす

る場合は、その取引について重要な事実を開

示し、理事会の承認を得なければならない。

（１）自己又は第三者のためにする本会の事業

の部類に属する取引

（２）自己又は第三者のためにする本会との取　　

引

（３）本会がその理事の債務を保証することそ

の他理事以外の者との間における本会とそ

の理事との利益が相反する取引
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変更案 現　行

２　前項の取引をした理事は、その取引の重要

な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければ

ならない。

( 責任の免除 )

第２３条

　本会は、一般社団及び一般財団法人法第 111

条第 1 項に定める役員の賠償責任について、

法令に定める要件に該当する場合には、理事

会の決議によって、賠償責任額から法令に定

める最低責任限度額を控除して得た額を限度

として、免除することができる。

（顧問及び相談役）

第２４条　本会に顧問及び相談役を置くことが

できる。

２　顧問は、3 人以内とし、専門的な事項に関し

て理事会に対し必要な助言をすることを職務

とし、理事会の決議に基づいて、会長が社会

福祉士以外の者に委嘱する。

３　相談役は、3 人以内とし、本会の運営に関し

て理事会に対し必要な助言を行うことを職務

とし、理事会の決議に基づいて、会長が本会

の役員経験者に委嘱する。

４　顧問及び相談役の任期は 1 期（2 年）を原則

とする。

第 4章　総　会

（種　別）

第２５条　本会の総会は、通常総会及び臨時総会

の 2種とする。

２　前項の総会をもって一般社団及び一般財団

法人法上の社員総会とし、通常総会をもって一

般社団及び一般財団法人法上の定時社員総会

とする。

( 構　成 )

第２６条　総会は、すべての正会員をもって構

２　前項の取引をした理事は、その取引の重要

な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければ

ならない。

( 責任の免除 )

第２３条

　本会は、一般社団及び一般財団法人法第 111

条第 1 項に定める役員の賠償責任について、

法令に定める要件に該当する場合には、理事

会の決議によって、賠償責任額から法令に定

める最低責任限度額を控除して得た額を限度

として、免除することができる。

（顧問及び相談役）

第２４条　本会に顧問及び相談役を置くことが

できる。

２　顧問は、3 人以内とし、専門的な事項に関し

て理事会に対し必要な助言をすることを職務

とし、理事会の決議に基づいて、会長が社会

福祉士以外の者に委嘱する。

３　相談役は、3 人以内とし、本会の運営に関し

て理事会に対し必要な助言を行うことを職務

とし、理事会の決議に基づいて、会長が本会

の役員経験者に委嘱する。

４　顧問及び相談役の任期は 1 期（2 年）を原則

とする。

第 4章　総　会

（種　別）

第２５条　本会の総会は、通常総会及び臨時総会

の 2種とする。

２　前項の総会をもって一般社団及び一般財団

法人法上の社員総会とし、通常総会をもって一

般社団及び一般財団法人法上の定時社員総会

とする。

( 構　成 )

第２６条　総会は、すべての正会員をもって構
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成する。

２　総会における議決権は、正会員 1 法人につ

き 1個とする。

（権　限）

第２７条　総会は、次の事項を決議する。

（１）役員の選任及び解任

（２）役員の報酬等の額の決定又はその規程

（３）定款の変更

（４）規則の制定、変更及び廃止

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増

減計算書）の承認

（６）入会の手続並びに会費等及び賛助会費の

金額

（７）会員の除名

（８）長期借入金並びに重要な財産の処分又は

譲り受け

（９）解散、公益目的取得財産残額の贈与及び

残余財産の処分

（10）合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又

は公益目的事業の全部の廃止

（11）理事会において総会に付議すべきと議決

した事項

（12）前各号に定めるもののほか、一般社団及

び一般財団法人法に規定する事項及びこの

定款に定める事項

２　前項にかかわらず、個々の総会においては、第

29条第3項の書面に記載した総会の目的である

事項以外の事項は､決議することができない。

（開　催）

第２８条　通常総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ

月以内に 1回開催する。

２　臨時総会は、次の各号の一に該当する場合

に開催する。

（１）理事会において開催の決議がなされたとき｡

（２）総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決

権を有する正会員から、会議の目的である

事項及び招集の理由を記載した書面により、

招集の請求が理事にあったとき。

成する。

２　総会における議決権は、正会員 1 法人につ

き 1個とする。

（権　限）

第２７条　総会は、次の事項を決議する。

（１）役員の選任及び解任

（２）役員の報酬等の額の決定又はその規程

（３）定款の変更

（４）規則の制定、変更及び廃止

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増

減計算書）の承認

（６）入会の手続並びに会費等及び賛助会費の

金額

（７）会員の除名

（８）長期借入金並びに重要な財産の処分又は

譲り受け

（９）解散、公益目的取得財産残額の贈与及び

残余財産の処分

（10）合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又

は公益目的事業の全部の廃止

（11）理事会において総会に付議すべきと議決

した事項

（12）前各号に定めるもののほか、一般社団及

び一般財団法人法に規定する事項及びこの

定款に定める事項

２　前項にかかわらず、個々の総会においては、第

29条第3項の書面に記載した総会の目的である

事項以外の事項は､決議することができない。

（開　催）

第２８条　通常総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ

月以内に 1回開催する。

２　臨時総会は、次の各号の一に該当する場合

に開催する。

（１）理事会において開催の決議がなされたとき｡

（２）総正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決

権を有する正会員から、会議の目的である

事項及び招集の理由を記載した書面により、

招集の請求が理事にあったとき。
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（招　集）

第２９条　総会は、理事会の決議に基づき、会

長が招集する。

２　会長は、前条第 2 項第 2 号の規定による請

求があったときは、その日から 6 週間以内の

日を社員総会の日とする臨時総会の招集の通

知を発しなければならない。

３　総会を招集するときは、会議の日時、場所、

目的である事項を記載した書面又は電磁的方

法により、開催日の 1 週間前までに通知を発

しなければならない。但し、総会に出席しな

い正会員が書面又は電磁的方法により、議決

権を行使することができることとするときは、

2週間前までに通知を発しなければならない。

（議　長）

第３０条　総会の議長は、その総会において、

出席正会員の中から選出する。

（決　議）

第３１条　総会の決議は、一般社団及び一般財団

法人法第 49条第 2項に規定する事項及びこの

定款に特に規定するものを除き、総正会員の議

決権の過半数を有する正会員が出席し、出席し

た当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

２　理事又は監事を選任する議案を決議するに

際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行

わなければならない。理事又は監事の候補者

の合計数が第 15 条第 1 項に定める定数を上回

る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中

から得票数の多い順に定数の枠に達するまで

の者を選任することとする ｡

（書面決議等）

第３２条　総会に出席できない正会員は、予め

通知された事項について書面又は電磁的方法

により議決権を行使することができる。

２　正会員は、総会に代理人を出席させ議決権

の行使を委任することができる。この場合、

当該代理人は、代理権を証明する書面を本会

（招　集）

第２９条　総会は、理事会の決議に基づき、会

長が招集する。

２　会長は、前条第 2 項第 2 号の規定による請

求があったときは、その日から 6 週間以内の

日を社員総会の日とする臨時総会の招集の通

知を発しなければならない。

３　総会を招集するときは、会議の日時、場所、

目的である事項を記載した書面又は電磁的方

法により、開催日の 1 週間前までに通知を発

しなければならない。但し、総会に出席しな

い正会員が書面又は電磁的方法により、議決

権を行使することができることとするときは、

2週間前までに通知を発しなければならない。

（議　長）

第３０条　総会の議長は、その総会において、

出席正会員の中から選出する。

（決　議）

第３１条　総会の決議は、一般社団及び一般財団

法人法第 49条第 2項に規定する事項及びこの

定款に特に規定するものを除き、総正会員の議

決権の過半数を有する正会員が出席し、出席し

た当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

２　理事又は監事を選任する議案を決議するに

際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行

わなければならない。理事又は監事の候補者

の合計数が第 15 条第 1 項に定める定数を上回

る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中

から得票数の多い順に定数の枠に達するまで

の者を選任することとする ｡

（書面決議等）

第３２条　総会に出席できない正会員は、予め

通知された事項について書面又は電磁的方法

により議決権を行使することができる。

２　正会員は、総会に代理人を出席させ議決権

の行使を委任することができる。この場合、

当該代理人は、代理権を証明する書面を本会
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に提出しなければならない。

３　前項の代理人は、正会員の代表者が指定す

るものとする。

４　第 1 項及び第 2 項の場合における前条の規

定の適用については、その正会員は出席した

ものとみなす。

５　理事又は正会員が、総会の目的である事項に

ついて提案した場合において、その提案につい

て、正会員の全員が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときは、その提案を可決

する旨の総会の決議があったものとみなす。

（決議事項の遵守）

第３３条　本会の正会員は、総会で決議した事

項を遵守しなければならない。

（議事録）

第３４条　総会の議事については、法令で定め

るところにより議事録を作成しなければなら

ない。

２　議事録には、議長及びその会議において選

任された議事録署名人 2 人以内が、記名押印

をしなければならない。

第 5章　理事会

（設　置）

第３５条　本会に理事会を置く。

２　理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権　限）

第３６条　理事会は、この定款で別に定めるも

ののほか、次の職務を行う。

（１）総会の日時及び場所並びに目的である事

項の決定　

（２）総会に付議すべき事項の決定

（３）総会の決議した事項の執行に関する事項

（４）規程の制定、改正及び廃止

（５）前各号に定めるもののほか本会の業務執

に提出しなければならない。

３　前項の代理人は、正会員の代表者が指定す

るものとする。

４　第 1 項及び第 2 項の場合における前条の規

定の適用については、その正会員は出席した

ものとみなす。

５　理事又は正会員が、総会の目的である事項に

ついて提案した場合において、その提案につい

て、正会員の全員が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときは、その提案を可決

する旨の総会の決議があったものとみなす。

（決議事項の遵守）

第３３条　本会の正会員は、総会で決議した事

項を遵守しなければならない。

（議事録）

第３４条　総会の議事については、法令で定め

るところにより議事録を作成しなければなら

ない。

２　議事録には、議長及びその会議において選

任された議事録署名人 2 人以内が、記名押印

をしなければならない。

第 5章　理事会

（設　置）

第３５条　本会に理事会を置く。

２　理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権　限）

第３６条　理事会は、この定款で別に定めるも

ののほか、次の職務を行う。

（１）総会の日時及び場所並びに目的である事

項の決定　

（２）総会に付議すべき事項の決定

（３）総会の決議した事項の執行に関する事項

（４）規程の制定、改正及び廃止

（５）前各号に定めるもののほか本会の業務執
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行の決定

（６）理事の職務の執行の監督　

（７）会長、副会長及び専務理事の選任及び解職

２　理事会は次に掲げる事項その他の重要な業

務執行の決定を ､ 理事に委任することができ

ない。

（１）重要な財産の処分及び譲受け

（２）多額の借財

（３）重要な使用人の選任及び解任

（４）従たる事務所その他重要な組織の設置、

変更及び廃止

（種類及び開催）

第３７条　理事会は、毎事業年度 4 回以上開催

する。

２　理事会は、次の各号の一に該当する場合に

開催する。

（１）会長が必要と認めたとき。

（２）会長以外の理事から会議の目的である事

項を記載した書面をもって会長に招集の請

求があったとき。

（３）前号の請求があった日から 5 日以内に、

その請求があった日から 2 週間以内の日を

理事会の日とする理事会の招集の通知が発

せられない場合に、その請求をした理事が

招集したとき。

（４）第 18 条第 5 号の規定により、監事から

会長に招集の請求があったとき、又は監事

が招集したとき。

（招　集 )

第３８条　理事会は、会長が招集する。但し、

前条第 2 項第 3 号により理事が招集する場合

及び前条第 2 項第 4 号後段により監事が招集

する場合を除く。

２　前条第 2 項第 3 号による場合は、理事が、

前条第 2 項第 4 号後段による場合は、監事が

理事会を招集する。

３　会長は、前条第 2 項第 2 号又は第 4 号前段

に該当する場合は、その請求があった日から 5

日以内に、その請求があった日から 2 週間以

行の決定

（６）理事の職務の執行の監督　

（７）会長、副会長及び専務理事の選任及び解職

２　理事会は次に掲げる事項その他の重要な業

務執行の決定を ､ 理事に委任することができ

ない。

（１）重要な財産の処分及び譲受け

（２）多額の借財

（３）重要な使用人の選任及び解任

（４）従たる事務所その他重要な組織の設置、

変更及び廃止

（種類及び開催）

第３７条　理事会は、毎事業年度 4 回以上開催

する。

２　理事会は、次の各号の一に該当する場合に

開催する。

（１）会長が必要と認めたとき。

（２）会長以外の理事から会議の目的である事

項を記載した書面をもって会長に招集の請

求があったとき。

（３）前号の請求があった日から 5 日以内に、

その請求があった日から 2 週間以内の日を

理事会の日とする理事会の招集の通知が発

せられない場合に、その請求をした理事が

招集したとき。

（４）第 18 条第 5 号の規定により、監事から

会長に招集の請求があったとき、又は監事

が招集したとき。

（招　集 )

第３８条　理事会は、会長が招集する。但し、

前条第 2 項第 3 号により理事が招集する場合

及び前条第 2 項第 4 号後段により監事が招集

する場合を除く。

２　前条第 2 項第 3 号による場合は、理事が、

前条第 2 項第 4 号後段による場合は、監事が

理事会を招集する。

３　会長は、前条第 2 項第 2 号又は第 4 号前段

に該当する場合は、その請求があった日から 5

日以内に、その請求があった日から 2 週間以
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内の日を理事会の日とする理事会を招集しな

ければならない。

４　理事会を招集するときは、会議の日時、場所、

目的である事項を記載した書面をもって、開

催日の 1 週間前までに、各理事及び各監事に

対して通知しなければならない。

５　前項の規定にかかわらず、理事及び監事の

全員の同意があるときは、招集の手続を経る

ことなく理事会を開催することができる。

（議　長）

第３９条　理事会の議長は、会長がこれに当た

る。

（決　議 )　

第４０条　理事会の決議は、この定款に別段の

定めがあるもののほか、決議に加わることが

できる理事の過半数が出席し、その過半数を

もって行う。

（決議の省略）

第４１条　理事が、理事会の決議の目的である

事項について提案した場合において、その提

案について、決議に加わることのできる理事

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意

思表示をしたときは、その提案を可決する旨

の理事会の決議があったものとみなすものと

する。但し、監事が異議を述べたときは、そ

の限りではない。

（報告の省略）

第４２条　理事又は監事が理事及び監事の全員

に対し、理事会に報告すべき事項を通知した

ときは、その事項を理事会に報告することを

要しない。

２　前項の規定は、第 17 条第 4 項の規定による

報告には適用しない。

（議事録）

第４３条　理事会の議事については、法令で定め

内の日を理事会の日とする理事会を招集しな

ければならない。

４　理事会を招集するときは、会議の日時、場所、

目的である事項を記載した書面をもって、開

催日の 1 週間前までに、各理事及び各監事に

対して通知しなければならない。

５　前項の規定にかかわらず、理事及び監事の

全員の同意があるときは、招集の手続を経る

ことなく理事会を開催することができる。

（議　長）

第３９条　理事会の議長は、会長がこれに当た

る。

（決　議 )　

第４０条　理事会の決議は、この定款に別段の

定めがあるもののほか、決議に加わることが

できる理事の過半数が出席し、その過半数を

もって行う。

（決議の省略）

第４１条　理事が、理事会の決議の目的である

事項について提案した場合において、その提

案について、決議に加わることのできる理事

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意

思表示をしたときは、その提案を可決する旨

の理事会の決議があったものとみなすものと

する。但し、監事が異議を述べたときは、そ

の限りではない。

（報告の省略）

第４２条　理事又は監事が理事及び監事の全員

に対し、理事会に報告すべき事項を通知した

ときは、その事項を理事会に報告することを

要しない。

２　前項の規定は、第 17 条第 4 項の規定による

報告には適用しない。

（議事録）

第４３条　理事会の議事については、法令で定め
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るところにより議事録を作成し、出席した会長

及び監事は、これに記名押印しなければならな

い。

第 6章　委員会

（委員会 )

第４４条　本会の事業を推進するために必要ある

ときは、理事会は決議により、委員会を設置す

ることができる。

第 7章　財産及び会計

（事業計画及び収支予算）

第４５条　本会の事業計画書、収支予算書、資金

調達及び設備投資の見込みを記載した書類に

ついては、会長が作成し毎事業年度開始の日の

前日までに、理事会の承認を受けなければなら

ない。これを変更する場合も、同様とする。

（事業報告及び決算）

第４６条　本会の事業報告及び決算については、

毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、

監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受

けなければならない。

（１）事業報告

（２）事業報告の附属明細書

（３）貸借対照表

（４）損益計算書（正味財産増減計算書）

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増

減計算書）の附属明細書

（６）財産目録

２　前項の承認を受けた書類のうち、第 1号、第

3号、第 4号及び第 6号の書類については、通

常総会に提出し、第 1号の書類についてはその

内容を報告し、その他の書類については承認を

受けなければならない。

３　第 1項各号の書類については、毎事業年度の

るところにより議事録を作成し、出席した会長

及び監事は、これに記名押印しなければならな

い。

第 6章　委員会

（委員会 )

第４４条　本会の事業を推進するために必要ある

ときは、理事会は決議により、委員会を設置す

ることができる。

第 7章　財産及び会計

（事業計画及び収支予算）

第４５条　本会の事業計画書、収支予算書、資金

調達及び設備投資の見込みを記載した書類に

ついては、会長が作成し毎事業年度開始の日の

前日までに、理事会の承認を受けなければなら

ない。これを変更する場合も、同様とする。

（事業報告及び決算）

第４６条　本会の事業報告及び決算については、

毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、

監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受

けなければならない。

（１）事業報告

（２）事業報告の附属明細書

（３）貸借対照表

（４）損益計算書（正味財産増減計算書）

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増

減計算書）の附属明細書

（６）財産目録

２　前項の承認を受けた書類のうち、第 1号、第

3号、第 4号及び第 6号の書類については、通

常総会に提出し、第 1号の書類についてはその

内容を報告し、その他の書類については承認を

受けなければならない。

３　第 1項各号の書類については、毎事業年度の
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経過後 3ヶ月以内に行政庁に提出しなければな

らない。

４　本会は、通常総会の終結後遅滞なく、法令の

定めるところにより、貸借対照表を公告するも

のとする。

（公益目的取得財産残額の算定）

第４７条　会長は、公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律施行規則第 48条の規

定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日

における公益目的取得財産残額を算定し、第 55

条第 1項第 12号の書類に記載するものとする。

（事業年度）

第４８条　本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に

始まり翌年 3月 31 日に終わる。

第 8章　定款の変更、合併及び解散

（定款の変更）

第４９条　この定款は、第 52条の規定を除き、

総会において、総正会員の半数以上であって、

総正会員の議決権の 3分の 2以上の決議により

変更することができる。

２　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律（以下、「公益認定法」という。）

第 11 条第 1 項各号に掲げる事項に係る定款の

変更をしようとするときは、その事項の変更に

つき、行政庁の認定を受けなければならない。

３　前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく

行政庁に届け出なければならない。

（合併等）

第５０条　本会は、総会において、総正会員の半

数以上であって、総正会員の議決権の 3分の 2

以上の決議により、他の一般社団及び一般財団

法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部

の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をするこ

とができる。

経過後 3ヶ月以内に行政庁に提出しなければな

らない。

４　本会は、通常総会の終結後遅滞なく、法令の

定めるところにより、貸借対照表を公告するも

のとする。

（公益目的取得財産残額の算定）

第４７条　会長は、公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律施行規則第 48条の規

定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日

における公益目的取得財産残額を算定し、第 55

条第 1項第 12号の書類に記載するものとする。

（事業年度）

第４８条　本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に

始まり翌年 3月 31 日に終わる。

第 8章　定款の変更、合併及び解散

（定款の変更）

第４９条　この定款は、第 52条の規定を除き、

総会において、総正会員の半数以上であって、

総正会員の議決権の 3分の 2以上の決議により

変更することができる。

２　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律（以下、「公益認定法」という。）

第 11 条第 1 項各号に掲げる事項に係る定款の

変更をしようとするときは、その事項の変更に

つき、行政庁の認定を受けなければならない。

３　前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく

行政庁に届け出なければならない。

（合併等）

第５０条　本会は、総会において、総正会員の半

数以上であって、総正会員の議決権の 3分の 2

以上の決議により、他の一般社団及び一般財団

法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部

の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をするこ

とができる。
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変更案 現　行

２　前項の行為をしようとするときは、予めそ

の旨を行政庁に届け出なければならない。

（解　散）

第５１条　本会は、総会における、総正会員の半

数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の

2以上の決議又は法令で定められた事由により

解散する。

（公益目的取得財産残額の贈与）

第５２条　本会が公益認定の取消しの処分を受け

た場合、又は合併により消滅する場合（その権

利義務を承継する法人が公益法人であるとき

を除く）において、公益目的取得財産残額があ

るときは、これに相当する額の財産を、当該公

益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1ヶ

月以内に、総会の決議により、本会と類似の事

業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方

公共団体又は公益認定法第 5条第 17 号に掲げ

る法人に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第５３条　本会が解散等により清算するときに

有する残余財産は、総会の決議により、本会

と類似の事業を目的とする他の公益法人、国

若しくは地方公共団体又は公益認定法第 5 条

第 17 号に掲げる法人に贈与するものとする。

第 9章　事務局

（設置等）

第５４条　本会の事務を処理するため、事務局

を設置する。

２　事務局には、事務局長及び所要の職員を置

く。

３　事務局長は、理事会の決議を経て会長が任

免し、職員は、会長が任免する。

４　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、

理事会の決議を経て会長が別に定める。

２　前項の行為をしようとするときは、予めそ

の旨を行政庁に届け出なければならない。

（解　散）

第５１条　本会は、総会における、総正会員の半

数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の

2以上の決議又は法令で定められた事由により

解散する。

（公益目的取得財産残額の贈与）

第５２条　本会が公益認定の取消しの処分を受け

た場合、又は合併により消滅する場合（その権

利義務を承継する法人が公益法人であるとき

を除く）において、公益目的取得財産残額があ

るときは、これに相当する額の財産を、当該公

益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1ヶ

月以内に、総会の決議により、本会と類似の事

業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方

公共団体又は公益認定法第 5条第 17 号に掲げ

る法人に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第５３条　本会が解散等により清算するときに

有する残余財産は、総会の決議により、本会

と類似の事業を目的とする他の公益法人、国

若しくは地方公共団体又は公益認定法第 5 条

第 17 号に掲げる法人に贈与するものとする。

第 9章　事務局

（設置等）

第５４条　本会の事務を処理するため、事務局

を設置する。

２　事務局には、事務局長及び所要の職員を置

く。

３　事務局長は、理事会の決議を経て会長が任

免し、職員は、会長が任免する。

４　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、

理事会の決議を経て会長が別に定める。
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変更案 現　行

（備付け帳簿及び書類）

第５５条　事務所には、常に次に掲げる帳簿及

び書類を備えておかなければならない。

（１）定款

（２）会員名簿及び会員の異動に関する書類

（３）理事及び監事の名簿

（４）認定、許可、認可等及び登記に関する書　

類

（５）定款に定める機関の議事に関する書類

（６）財産目録

（７）役員等の報酬規程

（８）事業計画書及び収支予算書

（９）資金調達及び設備投資の見込みを記載し

た書類

（10）事業報告、貸借対照表及び損益計算書（正

味財産増減計算書）並びにこれらの附属明

細書

（11）監査報告

(12) 運営組織及び事業活動の状況の概要及び

これらに関する数値のうち重要なものを記

載した書類

（13）その他法令で定める帳簿及び書類

２　前項各号の帳簿及び書類等を一般の閲覧に

供する場合については、法令の定めによるほ

か ､ 理事会の定める情報公開規程によるもの

とする。

（公　告）

第５６条　本会の公告は、主たる事務所の公衆

の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 10 章　補　則

（委　任）

第５７条　この定款に定めるもののほか、本会の

運営に必要な事項は、理事会の決議により別に

定める。

（備付け帳簿及び書類）

第５５条　事務所には、常に次に掲げる帳簿及

び書類を備えておかなければならない。

（１）定款

（２）会員名簿及び会員の異動に関する書類

（３）理事及び監事の名簿

（４）認定、許可、認可等及び登記に関する書　

類

（５）定款に定める機関の議事に関する書類

（６）財産目録

（７）役員等の報酬規程

（８）事業計画書及び収支予算書

（９）資金調達及び設備投資の見込みを記載し

た書類

（10）事業報告、貸借対照表及び損益計算書（正

味財産増減計算書）並びにこれらの附属明

細書

（11）監査報告

(12) 運営組織及び事業活動の状況の概要及び

これらに関する数値のうち重要なものを記

載した書類

（13）その他法令で定める帳簿及び書類

２　前項各号の帳簿及び書類等を一般の閲覧に

供する場合については、法令の定めによるほ

か ､ 理事会の定める情報公開規程によるもの

とする。

（公　告）

第５６条　本会の公告は、主たる事務所の公衆

の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 10 章　補　則

（委　任）

第５７条　この定款に定めるもののほか、本会の

運営に必要な事項は、理事会の決議により別に

定める。
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　　　　附　則

１．この定款は、一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に

定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

２．一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例民

法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登

記を行ったときは、第 47 条の規定にかかわら

ず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日

とし、設立登記の日を事業年度の開始日とす

る。

３．本会の最初の会長 ( 代表理事 ) は鎌倉克英、

副会長(業務執行理事)は松山茂樹、田村満子、

愛沢隆一とする。

　　　　附　則

　2018 年 6 月 16 日変更、施行

　　　　附　則

　2020 年 6 月 30 日変更、施行

　　　　附　則

１．この定款は、一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に

定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。

２．一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例民

法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登

記を行ったときは、第 47 条の規定にかかわら

ず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日

とし、設立登記の日を事業年度の開始日とす

る。

３．本会の最初の会長 ( 代表理事 ) は鎌倉克英、

副会長(業務執行理事)は松山茂樹、田村満子、

愛沢隆一とする。

　　　　附　則

　2018 年 6 月 16 日変更、施行

　　　　附　則

　2020 年 6 月 30 日変更、施行

　　　　附　則

　2021 年 3 月 20 日変更、施行

変更案 現　行
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公益社団法人 日本社会福祉士会 
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「社会福祉士の行動規範」改定について 

 

 

 改定した「社会福祉士の倫理綱領」が 2020 年 6 月 30 日に採択された後、「社

会福祉士の行動規範」の改定に着手し、この度、改定案を総会議案とすることと

しました。新旧比較表と改定案全文を掲載します。 

 

 なお、改定した「社会福祉士の倫理綱領」及び「社会福祉士の行動規範」を的

確に伝達、周知するため、今後、伝達研修等の開催や『社会福祉士の倫理綱領 実

践ガイドブック』（中央法規出版）の改訂を行う予定です。 
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　行動規範は倫理綱領を行動レベルに具体化

したものであり、社会福祉士が倫理綱領に基

づいて実践するための行動を示してあります。

行動規範は、倫理綱領の各項目を総体的に具

体化したものと、個別の行動として具体化し

たもので構成されています。

Ⅰ クライエントに対する倫理責任

１．クライエントとの関係

　社会福祉士は、クライエントとの専門的援

助関係を最も大切にし、それを自己の利益の

ために利用してはならない。

１－１　社会福祉士はクライエントに対して、

相互の関係は専門的援助関係に基づくも

のであることを説明しなければならない。

１－２　社会福祉士は、クライエントとの専

門的援助関係を構築する際には、対等な

協力関係を尊重しなければならない。

１－３　社会福祉士は、専門職としてクライ

エントと社会通念上、不適切と見なされ

る関係を持ってはならない。

１－４　社会福祉士は、自分の個人的・宗教的・

政治的な動機や利益のために専門的援助

関係を利用してはならない。

１－５　社会福祉士は、クライエントと利益

相反関係になることが避けられないとき

は、クライエントにその事実を明らかに

し、専門的援助関係を終了しなければな

らない。その場合は、クライエントを守

る手段を講じ、新たな専門的援助関係の

構築を支援しなければならない。

２．クライエントの利益の最優先

 社会福祉士は、業務の遂行に際して、クライ

　この「社会福祉士の行動規範」は、「社会福

祉士の倫理綱領」に基づき、社会福祉士が社

会福祉実践みおいて従うべき行動を示したも

のである。

Ⅰ 利用者に対する倫理責任

１．利用者との関係

１－１　社会福祉士は、利用者との専門的関

係についてあらかじめ利用者に説明しな

ければならない。

１－２　社会福祉士は、利用者と私的な関係

になってはならない。

１－３　社会福祉士は、いかなる理由があっ

ても利用者およびその関係者との性的接

触・行動をしてはならない。

１－４　社会福祉士は、自分の個人的・宗教的・

政治的理由のため、または個人の利益の

ために、不当に専門的援助関係を利用し

てはならない。

１－５　社会福祉士は、過去または現在の利

用者に対して利益の相反する関係になる

ことが避けられないときは、利用者を守

る手段を講じ、それを利用者に明らかに

しなければならない。

１－６　社会福祉士は、利用者との専門的援

助関係とともにパートナーシップを尊重

しなければならない。

２．利用者の利益の最優先

社会福祉士の行動規範（改定後） 社会福祉士の行動規範（改定前）

社会福祉士の行動規範 （新旧比較表）
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社会福祉士の行動規範（改定後） 社会福祉士の行動規範（改定前）

２－１　社会福祉士は、専門職の立場を私的

なことに使用してはならない。

２－２　社会福祉士は、利用者から専門職サー

ビスの代償として、正規の報酬以外に物

品や金銭を受けとってはならない。

２－３　社会福祉士は、援助を継続できない

何らかの理由がある場合、援助を継続で

きるように最大限の努力をしなければな

らない。

３．受容

３－１　社会福祉士は、利用者に暖かい関心

を寄せ、利用者の立場を認め、利用者の

情緒の安定を図らなければならない。

３－２　社会福祉士は、利用者を非難し、審

判することがあってはならない。

３－３　社会福祉士は、利用者の意思表出を

はげまし支えなければならない。

４．説明責任

４－１　社会福祉士は、利用者の側に立った

サービスを行う立場にあることを伝えな

ければならない。

４－２　社会福祉士は、専門職上の義務と利

用者の権利を説明し明らかにした上で援

助をしなければならない。

４－３　社会福祉士は、利用者が必要な情報

を十分に理解し、納得していることを確

認しなければならない。

エントの意思を尊重し、その利益の最優先を

基本にしなければならない。

２－１　社会福祉士は、専門職の立場を私的

に利用してはならない。

２－２　社会福祉士は、クライエントから専

門職としての支援の代償として、正規の

報酬以外に物品や金銭を受けとってはな

らない。

２－３　社会福祉士は、支援を継続できない

何らかの理由が生じた場合、必要な支援

が継続できるように最大限の努力をしな

ければならない。

３．受容

 社会福祉士は、クライエントに対する先入観

や偏見を排し、クライエントをあるがままに

受容しなければならない。

３－１　社会福祉士は、クライエントを尊重

し、あるがままに受け止めなければなら

ない。

３－２　社会福祉士は、自身の価値観や社会

的規範によってクライエントを非難・審

判することがあってはならない。

４．説明責任

　社会福祉士は、クライエントが必要とする

情報を、適切な方法やわかりやすい表現を用

いて提供しなければならない。

４－１　社会福祉士は、クライエントの側に

立って支援を行うことを伝えなければな

らない。

４－２　社会福祉士は、クライエントが自身

の権利について理解できるよう支援しな

ければならない。

４－３　社会福祉士は、クライエントが必要

とする情報を十分に説明し、理解できる

よう支援しなければならない。
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社会福祉士の行動規範（改定後） 社会福祉士の行動規範（改定前）

５．利用者の自己決定の尊重

５－１　社会福祉士は、利用者が自分の目標

を定めることを支援しなければならない。

５－２　社会福祉士は、利用者が選択の幅を

広げるために、十分な情報を提供しなけ

ればならない。

５－３　社会福祉士は、利用者の自己決定が

重大な危険を伴う場合、あらかじめその

行動を制限することがあることを伝え、

そのような制限をした場合には、その理

由を説明しなければならない。

４－４　社会福祉士は、自身が行う実践につ

いて、クライエントだけでなく第三者か

らも理解が得られるよう説明できなけれ

ばならない。

５．クライエントの自己決定の尊重

　社会福祉士は、クライエントの自己決定を

尊重して支援しなければならない。

５－１　社会福祉士は、クライエントが自己

決定の権利を有する存在であると認識し

なければならない。

５－２　社会福祉士は、クライエントが選択

の幅を広げることができるように、必要

な情報を提供し、社会資源を活用しなけ

ればならない。

５－３　社会福祉士は、クライエントの自己

決定に基づく行動が自己に不利益をもた

らしたり、他者の権利を侵害すると想定

される場合は、その行動を制限すること

があることをあらかじめ伝えなければな

らない。また、その場合は理由を具体的

に説明しなければならない。

６．参加の促進

 社会福祉士は、クライエントが自らの人生に

影響を及ぼす決定や行動のすべての局面にお

いて、完全な関与と参加を促進しなければな

らない。

６－１　社会福祉士は、クライエントが自ら

の人生に影響を及ぼす決定や行動の局面

への関与や参加から排除されがちな現状

について認識しなければならない。

６－２　社会福祉士は、クライエントの関与

と参加を促進するために、クライエント

の自尊心と能力を高めるよう働きかけな

ければならない。

６－３　社会福祉士は、クライエントの関与

と参加に向けて、必要な情報や社会資源

を提供したり、機会やプロセスを形成す

ることに貢献しなければならない。
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６．利用者の意思決定能力への対応

６－１　社会福祉士は、利用者の意思決定能

力の状態に応じ、利用者のアドボカシー

に努め、エンパワメントを支援しなけれ

ばならない。

６－２　社会福祉士は、自分の価値観や援助

観を利用者に押しつけてはならない。

６－３　社会福祉士は、常に自らの業務がパ

ターナリズムに陥らないように、自己の

点検に務めなければならない。

６－４　社会福祉士は、利用者のエンパワメ

ントに必要な社会資源を適切に活用しな

ければならない。

７．プライバシーの尊重

７－１　社会福祉士は、利用者が自らのプラ

イバシー権を自覚するように働きかけな

ければならない。

７－２　社会福祉士は、利用者の個人情報を

収集する場合、その都度利用者の了解を

得なければならない。

７－３　社会福祉士は、問題解決を支援する

目的であっても、利用者が了解しない場

合は、個人情報を使用してはならない。

７．クライエントの意思決定への対応

 社会福祉士は、クライエントの利益と権利を

擁護するために、最善の方法を用いて意思決

定を支援しなければならない。

７－１　社会福祉士は、クライエントを意思

決定の権利を有する存在として認識しな

ければならない。

７－２　社会福祉士は、クライエントの意思

決定能力をアセスメントしなければなら

ない。

７－３　社会福祉士は、クライエントの意思

決定のためにクライエントの特性や状況

を理解し、その特性や状況に応じた最善

の方法を用いなければならない。

８．プライバシーの尊重と秘密の保持

 社会福祉士は、クライエントのプライバシー

を尊重し、秘密を保持しなければならない。

８－１　社会福祉士は、クライエントが自ら

のプライバシーの権利を認識できるよう

に働きかけなければならない。

８－２　社会福祉士は、クライエントの情報

を収集する場合、クライエントの同意を

得なければならない。ただし、合理的な

理由がある場合（生命、身体又は財産の

保護のために緊急に必要な場合など）は、

この限りではない。

８－３　社会福祉士は、業務の遂行にあたり、

必要以上の情報収集をしてはならない。

８－４　社会福祉士は、合理的な理由がある

場合を除き、クライエントの同意を得る

ことなく収集した情報を使用してはなら

ない。

８－５　社会福祉士は、クライエントのプラ

イバシーや秘密の取り扱いに関して、敏
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８．秘密の保持

８－１　社会福祉士は、業務の遂行にあたり、

必要以上の情報収集をしてはならない。

８－２　社会福祉士は、利用者の秘密に関し

て、敏感かつ慎重でなければならない。

８－３　社会福祉士は、業務を離れた日常生

活においても、利用者の秘密を保持しな

ければならない。

８－４　社会福祉士は、記録の保持と廃棄に

ついて、利用者の秘密が漏れないように

慎重に対応しなければならない。

９．記録の開示

９－１　社会福祉士は、利用者の記録を開示

する場合、かならず本人の了解を得なけ

ればならない。

９－２　社会福祉士は、利用者の支援の目的

のためにのみ、個人情報を使用しなけれ

ばならない。

９－３　社会福祉士は、利用者が記録の閲覧

を希望した場合、特別な理由なくそれを

拒んではならない。

感かつ慎重でなければならない。

８－６　社会福祉士は、業務中であるか否か

にかかわらず、また業務を退いた後も、

クライエントのプライバシーを尊重し秘

密を保持しなければならない。

８－７　社会福祉士は、記録の取り扱い（収集・

活用・保存・廃棄）について、クライエ

ントのプライバシーや秘密に関する情報

が漏れないよう、慎重に対応しなければ

ならない。

９．記録の開示

　社会福祉士は、クライエントから開示の要

求があった場合は、原則として記録を開示し

なければならない。

９－１　社会福祉士は、クライエントが記録

の閲覧を希望した場合は、特別な理由な

くそれを拒んではならない。

９－２　社会福祉士は、クライエント自身や

クライエントを取り巻く環境の安全が脅

かされると想定する場合は、その限りで

はない。
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10．情報の共有

10 －１　社会福祉士は、利用者の情報を電子

媒体等により取り扱う場合、厳重な管理

体制と最新のセキュリティに配慮しなけ

ればならない。

10 －２　社会福祉士は、利用者の個人情報の

乱用・紛失その他あらゆる危険に対し、

安全保護に関する措置を講じなければな

らない。

10 －３　社会福祉士は、電子情報通信等に関

する原則やリスクなどの最新情報につい

て学ばなければならない。

11．性的差別、虐待の禁止

11 －１　社会福祉士は、利用者に対して性的

差別やセクシュアル・ハラスメント、虐

待を行ってはならない。

11 －２　社会福祉士は、利用者に対して肉体

的・精神的損害または苦痛を与えてはな

らない。

11 －３　社会福祉士は、利用者が暴力や性的

搾取・虐待の対象となっている場合、す

みやかに発見できるよう心掛けなければ

ならない。

11 －４　社会福祉士は、性的差別やセクシュ

アル・ハラスメント、虐待に対する正し

い知識を得るよう学ばなければならない。

12．権利侵害の防止

12 －１　社会福祉士は、利用者の権利につい

て十分に認識し、敏感かつ積極的に対応

しなければならない。

12 －２　社会福祉士は、利用者の権利侵害を

10．差別や虐待の禁止

　社会福祉士は、クライエントに対していか

なる差別や虐待も行ってはならない。

10 －１　社会福祉士は、クライエントに対し

て肉体的・精神的苦痛や損害を与えては

ならない。

10 －２　社会福祉士は、差別や虐待を受けて

いる可能性があるクライエントを発見し

た場合、すみやかに対応しなければなら

ない。

10 －３　社会福祉士は、差別や虐待について

正しい知識を得るようにしなければなら

ない。

10 －４　社会福祉士は、クライエントが差別

や虐待の状況を認識できるよう働きかけ

なければならない。

11．権利擁護

　社会福祉士は、クライエントの権利を擁護

し、その権利の行使を促進しなければならな

い。

11 －１　社会福祉士は、クライエントの権利

について十分に認識し、敏感かつ積極的

に対応しなければならない。

11 －２　社会福祉士は、クライエントの権利

－29－－29－－28－－28－



社会福祉士の行動規範（改定後） 社会福祉士の行動規範（改定前）

防止する環境を整え、そのシステムの構

築に努めなければならない。

12 －３　社会福祉士は、利用者の権利侵害の

防止についての啓発活動を積極的に行わ

なければならない。

　

が擁護されるよう、環境に働きかけなけ

ればならない。

11 －３　社会福祉士は、クライエントの権利

擁護について積極的に啓発しなければな

らない。

11 －４　社会福祉士は、クライエントが自身

の権利を自覚し、適切に行使できるよう

支援しなければならない。

12．情報処理技術の適切な使用

　社会福祉士は、業務を遂行するにあたり情

報処理技術を適切に使用しなければならない。

12 －１　社会福祉士は、クライエントの権利

を擁護するために、情報リテラシーを高

める必要があることを自覚しなければな

らない。

12 －２　社会福祉士は、情報処理に関する原

則やリスクなどの最新情報について学ば

なければならない。

12 －３　社会福祉士は、各種の情報媒体を適

切に利用し、必要な情報を収集・整理し、

活用しなければならない。

12 －４　社会福祉士は、情報処理技術（デジ

タル化された情報、デジタル・ネットワー

クを活用した情報の収集・拡散を含む）が、

クライエントの権利を侵害することがな

いよう、細心の注意を払わなければなら

ない。

12 －５　社会福祉士は、クライエントの情報

を電子媒体などにより取り扱う場合、厳

重な管理体制と最新のセキュリティに配

慮しなければならない。また、クライエ

ントの個人情報の乱用・紛失その他あら

ゆる危険に対し、安全保護に関する措置

を講じなければならない。

12 －６　社会福祉士は、クライエントが SNS

の利用などにより権利を侵害された場合

は、情報処理技術や法律などの専門職と

連携して、その回復に努めなければなら

ない。
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Ⅱ　実践現場における倫理責任

１．最良の実践を行う責務

１－１　社会福祉士は、専門職としての使命

と職責の重要性を自覚し、常に専門知識

を深め、理論と実務に精通するように努

めなければならない。

１－２　社会福祉士は、専門職としての自律

性と責任性が完遂できるよう、自らの専

門的力量の向上をはからなければならな

い。

１－３　社会福祉士は、福祉を取り巻く分野

の法律や制度等関連知識の集積に努め、

その力量を発揮しなければならない。

２．他の専門職等との連携・協働

２－１　社会福祉士は、所属する機関内部で

の意思疎通が円滑になされるように積極

的に働きかけなければならない。

２－２　社会福祉士は、他の専門職と連携し、

所属する機関の機構やサービス提供の変

更や開発について提案しなければならな

い。

２－３　社会福祉士は、他機関の専門職と連

携し協働するために、連絡・調整の役割

を果たさなければならない。

３．実践現場と綱領の遵守

３－１　社会福祉士は、社会福祉士の倫理綱

Ⅱ 組織・職場に対する倫理責任

１．最良の実践を行う責務

　社会福祉士は、所属する組織・職場の基本

的な使命や理念を認識し、最良の実践を行わ

なければならない。

１－１　社会福祉士は、所属する組織・職場

における専門職としての使命と職責を認

識しなければならない。

１－２　社会福祉士は、本倫理綱領に基づき、

所属する組織・職場における専門職とし

ての職責を果たさなければならない。

２．同僚などへの敬意

　社会福祉士は、同僚や上司・部下の職責や

専門性の違いを尊重し、敬意を払って接しな

ければならない。

２－１　社会福祉士は、同僚や上司・部下の

職責を理解し、所属する組織・職場での

意思疎通が円滑に行われるよう働きかけ

なければならない。

２－２　社会福祉士は、同僚や上司・部下の

専門性を尊重し、連携・協働を図らなけ

ればならない。

３．倫理綱領の理解の促進

　社会福祉士は、自らが所属する組織・職場

において本倫理綱領および行動規範が適切に

理解されるよう働きかけなければならない。

３－１　社会福祉士は、所属する組織・職場
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領を実践現場が熟知するように働きかけ

なければならない。

３－２　社会福祉士は、実践現場で倫理上の

ジレンマが生じた場合、倫理綱領に照ら

して公正性と一貫性をもってサービス提

供を行うように努めなければならない。

３－３　社会福祉士は、実践現場の方針・規則・

手続き等、倫理綱領に反する実践を許し

てはならない。

４．業務改善の推進

４－１　社会福祉士は、利用者の声に耳を傾

け苦情の対応にあたり、業務の改善を通

して再発防止に努めなければならない。

４－２　社会福祉士は、実践現場が常に自己

点検と評価を行い、他者からの評価を受

けるように働きかけなければならない。

　

　

において本倫理綱領に基づいた実践を行

うことによって、専門性を示さなければ

ならない。

４．倫理的実践の推進

　社会福祉士は、組織・職場において、本倫

理綱領に基づいた倫理的実践を推進しなけれ

ばならない。

４－１　社会福祉士は、所属する組織・職場

の方針、規則、手続き、業務命令などを

本倫理綱領に沿って適切かどうかを把握

しなければならない。

４－２　社会福祉士は、所属する組織・職場

の方針、規則、手続き、業務命令などが

本倫理綱領に反する場合は、適切・妥当

な方法・手段によって提言し、改善を図

らなければならない。

５．組織内アドボカシーの促進

　社会福祉士は、組織・職場におけるあらゆ

る　虐待、差別的・抑圧的な行為、ハラスメ

ントを認めてはならない。

５－１　社会福祉士は、組織・職場において

あらゆる虐待、差別的・抑圧的な行為、

ハラスメントを認めた場合は、それらの

行為が迅速かつ適切に解消するよう対応

しなければならない。

５－２　社会福祉士は、組織・職場において

あらゆる虐待、差別的・抑圧的な行為、

ハラスメントを防止するための周知・啓

発を行い、同僚などへの権利擁護を実現

しなければならない。
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Ⅲ　社会に対する倫理責任

１．ソーシャル・インクルージョン

１－１　社会福祉士は、特に不利益な立場に

あり、抑圧されている利用者が、選択と

決定の機会を行使できるように働きかけ

なければならない。

１－２　社会福祉士は、利用者や住民が社会

の政策・制度の形成に参加することを積

極的に支援しなければならない。

１－３　社会福祉士は、専門的な視点と方法

により、利用者のニーズを社会全体と地

域社会に伝達しなければならない。

２．社会への働きかけ

６．組織改革

　社会福祉士は、人々のニーズや社会状況の

変化に応じて組織・職場の機能をアセスメン

トし、必要な改革を図らなければならない。

６－１　社会福祉士は、人々や地域社会のニー

ズ、社会状況の変化をアセスメントしな

ければならない。

６－２　社会福祉士は、人々や地域社会のニー

ズ、社会状況の変化に照らして組織・職

場の機能をアセスメントしなければなら

ない。

６－３　社会福祉士は、組織・職場の機能が

人々や地域社会のニーズ、社会状況の変

化に対応していない場合には、必要な組

織改革を行わなければならない。

Ⅲ　社会に対する倫理責任

１．ソーシャル・インクルージョン

　社会福祉士は、あらゆる差別、貧困、抑圧、

排除、無関心、暴力、環境破壊などを認識し

た場合は、専門的な視点と方法により、解決

に努めなければならない。

１－１　社会福祉士は、あらゆる差別、貧困、

抑圧、排除、無関心、暴力、環境破壊な

どに専門的な視点から関心を持たなけれ

ばならない。

１－２　社会福祉士は、専門的な視点と方法

により、クライエントの状況とニーズを

社会に発信し、ソーシャル・インクルー

ジョンの実現に努めなければならない。

２．社会への働きかけ

　社会福祉士は、人権と社会正義が守られる

よう、人々とともに社会に働きかけなければ

ならない。
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２－１　社会福祉士は、利用者が望む福祉サー

ビスを適切に受けられるように権利を擁

護し、代弁活動を行わなければならない。

２－２　社会福祉士は、社会福祉実践に及ぼ

す社会政策や福祉計画の影響を認識し、

地域福祉の増進に積極的に参加しなけれ

ばならない。

２－３　社会福祉士は、社会における意思決

定に際して、利用者の意思と参加が促進

されるよう支えなければならない。

２－４　社会福祉士は、公共の緊急事態に対

して可能な限り専門職のサービスを提供

できるよう、臨機応変な活動への貢献が

できなければならない。

３．国際社会への働きかけ

３－１　社会福祉士は、国際社会において、

文化的社会的差異を尊重しなければなら

ない。

３－２　社会福祉士は、民族、人種、国籍、宗教、

性別、障害等による差別と支配をなくす

ための国際的な活動をささえなければな

らない。

３－３　社会福祉士は、国際社会情勢に関心

をもち、精通するよう努めなければなら

ない。

Ⅳ　専門職としての倫理責任

　

２－１　社会福祉士は、社会における人権と

社会正義の状況に関心を持たなければな

らない。

２－２　社会福祉士は、人権と社会正義の増

進において変革と開発が必要であるとみ

なすとき、人々が主体的に社会の政策・

制度の形成に参加し、互恵的な社会が実

現されるよう支援しなければならない。

２－３　社会福祉士は、集団の有する力を認

識し、人権と社会正義の実現のために、

人と環境の双方に働きかけなければなら

ない。

３．グローバル社会への働きかけ

　社会福祉士は、人権と社会正義に関する課

題についてグローバル社会に働きかけなけれ

ばならない。

３－１　社会福祉士は、グローバル社会の情

勢に関心を持たなければならない。

３－２　社会福祉士は、グローバル社会にお

ける文化的社会的差異を認識し、多様性

を尊重しなければならない。

３－３　社会福祉士は、出自、人種、民族、国籍、

性別、性自認、性的指向、年齢、身体的

精神的状況、宗教的文化的背景、社会的

地位、経済状況などによる差別、抑圧、

支配などをなくすためのソーシャルワー

カーの国際的な活動に連帯しなければな

らない。

Ⅳ　専門職としての倫理責任

１．専門性の向上

　社会福祉士は、最良の実践を行うため必要

な資格を所持し専門性の向上に務めなければ
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１．専門職の啓発

１－１　社会福祉士は、対外的に社会福祉士

であることを名乗り、専門職としての自

覚を高めなければならない。

１－２　社会福祉士は、自己が獲得し保持し

ている専門的力量を利用者・市民・他の

専門職に客観的に知らせるように努めな

ければならない。

１－３　社会福祉士は、個人としてだけでな

く専門職集団としても、責任ある行動を

とり、その専門職の啓発を高めなければ

ならない。

２．信用失墜行為の禁止

２－１　社会福祉士は、社会福祉士としての

自覚と誇りを持ち、社会的信用を高める

よう行動しなければならない

２－２　社会福祉士は、あらゆる社会的不正

行為に関わってはならない。

ならない。

１－１　社会福祉士は、研修・情報交換・自

主勉強会などの機会を活かして、常に自

己研鑽に努めなければならない。

１－２　社会福祉士は、常に自己の専門分野

や関連する領域の情報に精通するよう努

めなければならない。

１－３　社会福祉士は、自らの実践力を明ら

かにするために、専門性の向上に合わせ

て必要な資格を取得しなければならない。

２．専門職の啓発

　社会福祉士は、本倫理綱領を遵守し、専門

職として社会的信用を高めるように努めなけ

ればならない。

２－１　社会福祉士は、クライエント・他の

専門職・市民に社会福祉士であることを

名乗り、専門職としての自覚を高めなけ

ればならない。

２－２　社会福祉士は、自己が獲得し保持し

ている専門的力量をクライエント・他の

専門職・市民に適切な手段をもって伝え、

社会的信用を高めるよう努めなければな

らない。

２－３　社会福祉士は、個人並びに専門職集

団として、責任ある行動をとり、その専

門職の役割を啓発するよう努めなければ

ならない。

３．信用失墜行為の禁止

　社会福祉士は、専門職としての信用を失墜

する行為をしてはならない。

３－１　社会福祉士は、倫理綱領及び行動規

範を逸脱する行為をしてはならない。

３－２　社会福祉士は、倫理綱領及び行動規

範を遵守し、社会的信用を高めるよう行

動しなければならない。
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３．社会的信用の保持

３－１　社会福祉士は、専門職業の社会的信

用をそこなうような行為があった場合、

行為の内容やその原因を明らかにし、そ

の対策を講じるように努めなければなら

ない。

３－２　社会福祉士は、他の社会福祉士が非

倫理的な行動をとった場合、必要に応じ

て関係機関や日本社会福祉士会に対し適

切な行動を取るよう働きかけなければな

らない。

３－３　社会福祉士は、信用失墜行為がない

ように互いに協力し、チェック機能を果

たせるよう連携を進めなければならない。

４．専門職の擁護

４－１　社会福祉士は、社会福祉士に対する

不当な批判や扱いに対し、その不当性を

明らかにし、社会にアピールするなど、

仲間を支えなければならない。

４－２　社会福祉士は、不当な扱いや批判を

受けている他の社会福祉士を発見したと

きは、一致してその立場を擁護しなけれ

ばならない。

４－３　社会福祉士は、社会福祉士として不

当な批判や扱いを受けぬよう日頃から自

律性と倫理性を高めるために密に連携し

なければならない。

５．専門性の向上

５－１　社会福祉士は、研修・情報交換・自

４．社会的信用の保持

　社会福祉士は、専門職としての社会的信用

を保持するために必要な働きかけを相互に行

わなければならない。

４－１　社会福祉士は、他の社会福祉士の行

為が社会的信用を損なう可能性がある場

合、その内容や原因を明らかにし、本人

に必要な対応を促さなければならない。

４－２　社会福祉士は、他の社会福祉士の行

為が倫理綱領および行動規範を逸脱する

とみなした場合は、本人が所属する社会

福祉士会や関係機関などに対して適切な

対応を取るよう働きかけなければならな

い。

４－３　社会福祉士は、社会的信用を保持す

るため、他の社会福祉士と協力してお互

いの行為をチェックし、ともに高め合わ

なければならない。

５．専門職の擁護

　社会福祉士は、専門職として不当な批判を

受けることがあれば、連帯してその立場を擁

護しなければならない。

５－１　社会福祉士は、専門職として日頃か

ら高い倫理観を持って自らを律しなけれ

ばならない。

５－２　社会福祉士は、社会福祉士の専門性

に対する不当な批判や扱いに対して、正

当性をアピールするなど適切な対応をし

なければならない。
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主勉強会等の機会を活かして、常に自己

研鑽に努めなければならない。

５－２　社会福祉士は、常に自己の専門分野

や関連する領域に関する情報を収集する

よう努めなければならない。

５－３　社会福祉士は、社会的に有用な情報

を共有し合い、互いの専門性向上に努め

なければならない。

６．教育・訓練・管理における責務

６－１　スーパービジョンを担う社会福祉士

は、その機能を積極的に活用し、公正で

誠実な態度で後進の育成に努め社会的要

請に応えなければならない。

６－２　コンサルテーションを担う社会福祉

士は、研修会や事例検討会等を企画し、

効果的に実施するように努めなければな

らない。

６－３　職場のマネジメントを担う社会福祉

士は、サービスの質・利用者の満足・職

員の働きがいの向上に努めなければなら

ない。

６－４　業務アセスメントや評価を担う社会

福祉士は、明確な基準に基づき評価の判

断をいつでも説明できるようにしなけれ

ばならない。

６－５　社会福祉教育を担う社会福祉士は、

次世代を担う人材養成のために、知識と

情熱を惜しみなく注がなければならない。

７．調査・研究

６．教育・訓練・管理における責務

　社会福祉士は、専門職として教育・訓練・

管理を行う場合、それらを受ける人の専門性

の向上に寄与しなければならない。

６－１　社会福祉士は、後進育成にあたって

は、対象となる人の人権を尊重しなけれ

ばならない。

６－２　社会福祉士は、研修や事例検討など

の企画・実施にあたっては、その効果が

最大限になるように努めなければならな

い。

６－３　社会福祉士は、スーパービジョンを

行う場合、専門職として公正で誠実な態

度で臨み、その機能を積極的に活用して

社会福祉士の専門性の向上に寄与しなけ

ればならない。

６－４　社会福祉士は、業務のアセスメント

や人事考課にあたっては、明確な基準に

基づいて行い、評価の判断を説明できる

ようにしておかなければならない。

６－５　社会福祉士は、組織マネジメントに

あたっては、職員の働きがいを向上させ、

クライエントの満足度を高めるようにし

なければならない。

７．調査・研究

　社会福祉士は、調査・研究を行うにあたっ

ては、その目的、内容、方法などを明らかにし、

クライエントを含む研究対象の不利益になら

ないように、最大限の倫理的配慮を行わなけ

ればならない。
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７－１　社会福祉士は、社会福祉に関する調

査研究を行い、結果を公表する場合、そ

の目的を明らかにし、利用者等の不利益

にならないよう最大限の配慮をしなけれ

ばならない。

７－２　社会福祉士は、事例研究にケースを

提供する場合、人物を特定できないよう

に配慮し、その関係者に対し事前に承認

を得なければならない。

７－１　社会福祉士は、調査・研究を行うに

あたっては、日本社会福祉士会が定める

研究倫理に関する規程などに示された内

容を遵守しなければならない。

７－２　社会福祉士は、調査・研究の対象者

とその関係者の人権に最大限の配慮をし

なければならない。

７－３　社会福祉士は、事例研究などにケー

スを提供するにあたっては、ケースを特

定できないように配慮し、その関係者に

対して事前に了解を得なければならない。

８．自己管理

　社会福祉士は、自らが個人的・社会的な困

難に直面する可能性があることを自覚し、日

頃から心身の健康の増進に努めなければなら

ない。

８－１　社会福祉士は、自身の心身の状態が

専門的な判断や業務遂行にどのように影

響しているかについて、認識しなければ

ならない。

８－２　社会福祉士は、自身が直面する困難

が専門的な判断や業務遂行に影響を及ぼ

す可能性がある場合、クライエントなど

に対する支援が適切に継続されるよう、

同僚や上司に相談し対応しなければなら

ない。

社会福祉士の行動規範（改定後） 社会福祉士の行動規範（改定前）
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社会福祉士の行動規範（改定案全文） 

 

行動規範は倫理綱領を行動レベルに具体化したものであり、社会福祉士が倫理綱領に基づ

いて実践するための行動を示してあります。行動規範は、倫理綱領の各項目を総体的に具体

化したものと、個別の行動として具体化したもので構成されています。 

 

Ⅰ．クライエントに対する倫理責任 

１．クライエントとの関係 

社会福祉士は、クライエントとの専門的援助関係を最も大切にし、それを自己の利益のた

めに利用してはならない。 

 

１－１ 社会福祉士はクライエントに対して、相互の関係は専門的援助関係に基づくもので

あることを説明しなければならない。 

１－２ 社会福祉士は、クライエントとの専門的援助関係を構築する際には、対等な協力関

係を尊重しなければならない。 

１－３ 社会福祉士は、専門職としてクライエントと社会通念上、不適切と見なされる関係

を持ってはならない。 

１－４ 社会福祉士は、自分の個人的・宗教的・政治的な動機や利益のために専門的援助関

係を利用してはならない。 

１－５ 社会福祉士は、クライエントと利益相反関係になることが避けられないときは、ク

ライエントにその事実を明らかにし、専門的援助関係を終了しなければならない。そ

の場合は、クライエントを守る手段を講じ、新たな専門的援助関係の構築を支援しな

ければならない。 

 

２．クライエントの利益の最優先 

社会福祉士は、業務の遂行に際して、クライエントの意思を尊重し、その利益の最優先を

基本にしなければならない。 

 

２－１ 社会福祉士は、専門職の立場を私的に利用してはならない。 

２－２ 社会福祉士は、クライエントから専門職としての支援の代償として、正規の報酬以

外に物品や金銭を受けとってはならない。 

２－３ 社会福祉士は、支援を継続できない何らかの理由が生じた場合、必要な支援が継続

できるように最大限の努力をしなければならない。 

 

３．受容 

社会福祉士は、クライエントに対する先入観や偏見を排し、クライエントをあるがままに

受容しなければならない。 

 

３－１ 社会福祉士は、クライエントを尊重し、あるがままに受け止めなければならない。 

３－２ 社会福祉士は、自身の価値観や社会的規範によってクライエントを非難・審判する
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ことがあってはならない。 

 

４．説明責任 

 社会福祉士は、クライエントが必要とする情報を、適切な方法やわかりやすい表現を用い

て提供しなければならない。 

 

４－１ 社会福祉士は、クライエントの側に立って支援を行うことを伝えなければならない。 

４－２ 社会福祉士は、クライエントが自身の権利について理解できるよう支援しなければ

ならない。 

４－３ 社会福祉士は、クライエントが必要とする情報を十分に説明し、理解できるよう支

援しなければならない。 

４－４ 社会福祉士は、自身が行う実践について、クライエントだけでなく第三者からも理

解が得られるよう説明できなければならない。 

 

５．クライエントの自己決定の尊重 

社会福祉士は、クライエントの自己決定を尊重して支援しなければならない。 

 

５－１ 社会福祉士は、クライエントが自己決定の権利を有する存在であると認識しなけれ

ばならない。 

５－２ 社会福祉士は、クライエントが選択の幅を広げることができるように、必要な情報

を提供し、社会資源を活用しなければならない。 

５－３ 社会福祉士は、クライエントの自己決定に基づく行動が自己に不利益をもたらした

り、他者の権利を侵害すると想定される場合は、その行動を制限することがあること

をあらかじめ伝えなければならない。また、その場合は理由を具体的に説明しなけれ

ばならない。 

 

６．参加の促進 

社会福祉士は、クライエントが自らの人生に影響を及ぼす決定や行動のすべての局面にお

いて、完全な関与と参加を促進しなければならない。 

 

６－１ 社会福祉士は、クライエントが自らの人生に影響を及ぼす決定や行動の局面への関

与や参加から排除されがちな現状について認識しなければならない。 

６－２ 社会福祉士は、クライエントの関与と参加を促進するために、クライエントの自尊

心と能力を高めるよう働きかけなければならない。 

６－３ 社会福祉士は、クライエントの関与と参加に向けて、必要な情報や社会資源を提供

したり、機会やプロセスを形成することに貢献しなければならない。 

 

７．クライエントの意思決定への対応 

社会福祉士は、クライエントの利益と権利を擁護するために、最善の方法を用いて意思決

定を支援しなければならない。 
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７－１ 社会福祉士は、クライエントを意思決定の権利を有する存在として認識しなければ

ならない。 

７－２ 社会福祉士は、クライエントの意思決定能力をアセスメントしなければならない。 

７－３ 社会福祉士は、クライエントの意思決定のためにクライエントの特性や状況を理解

し、その特性や状況に応じた最善の方法を用いなければならない。 

 

８．プライバシーの尊重と秘密の保持 

社会福祉士は、クライエントのプライバシーを尊重し、秘密を保持しなければならない。 

 

８－１ 社会福祉士は、クライエントが自らのプライバシーの権利を認識できるように働き

かけなければならない。 

８－２ 社会福祉士は、クライエントの情報を収集する場合、クライエントの同意を得なけ

ればならない。ただし、合理的な理由がある場合（生命、身体又は財産の保護のために

緊急に必要な場合など）は、この限りではない。 

８－３ 社会福祉士は、業務の遂行にあたり、必要以上の情報収集をしてはならない。 

８－４ 社会福祉士は、合理的な理由がある場合を除き、クライエントの同意を得ることな

く収集した情報を使用してはならない。 

８－５ 社会福祉士は、クライエントのプライバシーや秘密の取り扱いに関して、敏感かつ

慎重でなければならない。 

８－６ 社会福祉士は、業務中であるか否かにかかわらず、また業務を退いた後も、クライ

エントのプライバシーを尊重し秘密を保持しなければならない。 

８－７ 社会福祉士は、記録の取り扱い（収集・活用・保存・廃棄）について、クライエン

トのプライバシーや秘密に関する情報が漏れないよう、慎重に対応しなければならな

い。 

 

９．記録の開示 

社会福祉士は、クライエントから開示の要求があった場合は、原則として記録を開示しな

ければならない。 

 

９－１ 社会福祉士は、クライエントが記録の閲覧を希望した場合は、特別な理由なくそれ

を拒んではならない。 

９－２ 社会福祉士は、クライエント自身やクライエントを取り巻く環境の安全が脅かされ

ると想定する場合は、その限りではない。 

 

10．差別や虐待の禁止 

社会福祉士は、クライエントに対していかなる差別や虐待も行ってはならない。 

 

10－１ 社会福祉士は、クライエントに対して肉体的・精神的苦痛や損害を与えてはならな

い。 
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10－２ 社会福祉士は、差別や虐待を受けている可能性があるクライエントを発見した場合、

すみやかに対応しなければならない。 

10―３ 社会福祉士は、差別や虐待について正しい知識を得るようにしなければならない。 

10－４ 社会福祉士は、クライエントが差別や虐待の状況を認識できるよう働きかけなけれ

ばならない。 

 

11．権利擁護 

社会福祉士は、クライエントの権利を擁護し、その権利の行使を促進しなければならない。 

 

11－１ 社会福祉士は、クライエントの権利について十分に認識し、敏感かつ積極的に対応

しなければならない。 

11－２ 社会福祉士は、クライエントの権利が擁護されるよう、環境に働きかけなければな

らない。 

11－３ 社会福祉士は、クライエントの権利擁護について積極的に啓発しなければならない。 

11－４ 社会福祉士は、クライエントが自身の権利を自覚し、適切に行使できるよう支援し

なければならない。 

 

12．情報処理技術の適切な使用 

社会福祉士は、業務を遂行するにあたり情報処理技術を適切に使用しなければならない。 

 

12－１ 社会福祉士は、クライエントの権利を擁護するために、情報リテラシーを高める必

要があることを自覚しなければならない。 

12－２ 社会福祉士は、情報処理に関する原則やリスクなどの最新情報について学ばなけれ

ばならない。 

12－３ 社会福祉士は、各種の情報媒体を適切に利用し、必要な情報を収集・整理し、活用

しなければならない。 

12－４ 社会福祉士は、情報処理技術（デジタル化された情報、デジタル・ネットワークを

活用した情報の収集・拡散を含む）が、クライエントの権利を侵害することがないよ

う、細心の注意を払わなければならない。 

12－５ 社会福祉士は、クライエントの情報を電子媒体などにより取り扱う場合、厳重な管

理体制と最新のセキュリティに配慮しなければならない。また、クライエントの個人

情報の乱用・紛失その他あらゆる危険に対し、安全保護に関する措置を講じなければ

ならない。 

12－６ 社会福祉士は、クライエントが SNS の利用などにより権利を侵害された場合は、情

報処理技術や法律などの専門職と連携して、その回復に努めなければならない。 

 

Ⅱ 組織・職場に対する倫理責任 

１．最良の実践を行う責務 

社会福祉士は、所属する組織・職場の基本的な使命や理念を認識し、最良の実践を行わな

ければならない。 
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１－１ 社会福祉士は、所属する組織・職場における専門職としての使命と職責を認識しな

ければならない。 

１－２ 社会福祉士は、本倫理綱領に基づき、所属する組織・職場における専門職としての

職責を果たさなければならない。 

 

２．同僚などへの敬意 

社会福祉士は、同僚や上司・部下の職責や専門性の違いを尊重し、敬意を払って接しなけ

ればならない。 

 

２－１ 社会福祉士は、同僚や上司・部下の職責を理解し、所属する組織・職場での意思疎

通が円滑に行われるよう働きかけなければならない。 

２－２ 社会福祉士は、同僚や上司・部下の専門性を尊重し、連携・協働を図らなければな

らない。 

 

３．倫理綱領の理解の促進 

社会福祉士は、自らが所属する組織・職場において本倫理綱領および行動規範が適切に理

解されるよう働きかけなければならない。 

 

３－１ 社会福祉士は、所属する組織・職場において本倫理綱領に基づいた実践を行うこと

によって、専門性を示さなければならない。 

 

４．倫理的実践の推進 

社会福祉士は、組織・職場において、本倫理綱領に基づいた倫理的実践を推進しなければ

ならない。 

 

４－１ 社会福祉士は、所属する組織・職場の方針、規則、手続き、業務命令などを本倫理綱

領に沿って適切かどうかを把握しなければならない。 

４－２ 社会福祉士は、所属する組織・職場の方針、規則、手続き、業務命令などが本倫理綱

領に反する場合は、適切・妥当な方法・手段によって提言し、改善を図らなければなら

ない。 

 

５．組織内アドボカシーの促進 

社会福祉士は、組織・職場におけるあらゆる虐待、差別的・抑圧的な行為、ハラスメント

を認めてはならない。 

 

５－１ 社会福祉士は、組織・職場においてあらゆる虐待、差別的・抑圧的な行為、ハラスメ

ントを認めた場合は、それらの行為が迅速かつ適切に解消するよう対応しなければな

らない。 

５－２ 社会福祉士は、組織・職場においてあらゆる虐待、差別的・抑圧的な行為、ハラスメ
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ントを防止するための周知・啓発を行い、同僚などへの権利擁護を実現しなければな

らない。 

 

６．組織改革 

社会福祉士は、人々のニーズや社会状況の変化に応じて組織・職場の機能をアセスメント

し、必要な改革を図らなければならない。 

 

６－１ 社会福祉士は、人々や地域社会のニーズ、社会状況の変化をアセスメントしなけれ

ばならない。 

６－２ 社会福祉士は、人々や地域社会のニーズ、社会状況の変化に照らして組織・職場の

機能をアセスメントしなければならない。 

６－３ 社会福祉士は、組織・職場の機能が人々や地域社会のニーズ、社会状況の変化に対

応していない場合には、必要な組織改革を行わなければならない。 

 

Ⅲ 社会に対する倫理責任 

１．ソーシャル・インクルージョン 

社会福祉士は、あらゆる差別、貧困、抑圧、排除、無関心、暴力、環境破壊などを認識した

場合は、専門的な視点と方法により、解決に努めなければならない。 

 

１－１ 社会福祉士は、あらゆる差別、貧困、抑圧、排除、無関心、暴力、環境破壊などに専

門的な視点から関心を持たなければならない。 

１－２ 社会福祉士は、専門的な視点と方法により、クライエントの状況とニーズを社会に

発信し、ソーシャル・インクルージョンの実現に努めなければならない。 

 

２．社会への働きかけ 

社会福祉士は、人権と社会正義が守られるよう、人々とともに社会に働きかけなければな

らない。 

 

２－１ 社会福祉士は、社会における人権と社会正義の状況に関心を持たなければならない。 

２－２ 社会福祉士は、人権と社会正義の増進において変革と開発が必要であるとみなすと

き、人々が主体的に社会の政策・制度の形成に参加し、互恵的な社会が実現されるよ

う支援しなければならない。 

２－３ 社会福祉士は、集団の有する力を認識し、人権と社会正義の実現のために、人と環

境の双方に働きかけなければならない。 

 

３．グローバル社会への働きかけ 

社会福祉士は、人権と社会正義に関する課題についてグローバル社会に働きかけなければ

ならない。 

 

３－１ 社会福祉士は、グローバル社会の情勢に関心を持たなければならない。 
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３－２ 社会福祉士は、グローバル社会における文化的社会的差異を認識し、多様性を尊重

しなければならない。 

３－３ 社会福祉士は、出自、人種、民族、国籍、性別、性自認、性的指向、年齢、身体的精

神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況などによる差別、抑圧、支配など

をなくすためのソーシャルワーカーの国際的な活動に連帯しなければならない。 

 

Ⅳ 専門職としての倫理責任 

１．専門性の向上 

社会福祉士は、最良の実践を行うため必要な資格を所持し専門性の向上に務めなければ

ならない。 

 

１－１ 社会福祉士は、研修・情報交換・自主勉強会などの機会を活かして、常に自己研鑽

に努めなければならない。 

１－２ 社会福祉士は、常に自己の専門分野や関連する領域の情報に精通するよう努めなけ

ればならない。 

１－３ 社会福祉士は、自らの実践力を明らかにするために、専門性の向上に合わせて必要

な資格を取得しなければならない。 

 

２．専門職の啓発 

 社会福祉士は、本倫理綱領を遵守し、専門職として社会的信用を高めるように努めなけれ

ばならない。 

 

２－１ 社会福祉士は、クライエント・他の専門職・市民に社会福祉士であることを名乗り、

専門職としての自覚を高めなければならない。 

２－２ 社会福祉士は、自己が獲得し保持している専門的力量をクライエント・他の専門職・

市民に適切な手段をもって伝え、社会的信用を高めるよう努めなければならない。 

２－３ 社会福祉士は、個人並びに専門職集団として、責任ある行動をとり、その専門職の

役割を啓発するよう努めなければならない。 

 

３．信用失墜行為の禁止 

 社会福祉士は、専門職としての信用を失墜する行為をしてはならない。 

 

３－１ 社会福祉士は、倫理綱領及び行動規範を逸脱する行為をしてはならない。 

３－２ 社会福祉士は、倫理綱領及び行動規範を遵守し、社会的信用を高めるよう行動しな

ければならない。 

 

４．社会的信用の保持 

 社会福祉士は、専門職としての社会的信用を保持するために必要な働きかけを相互に行わ

なければならない。 

 

－45－－44－－44－



４－１ 社会福祉士は、他の社会福祉士の行為が社会的信用を損なう可能性がある場合、そ

の内容や原因を明らかにし、本人に必要な対応を促さなければならない。 

４－２ 社会福祉士は、他の社会福祉士の行為が倫理綱領および行動規範を逸脱するとみな

した場合は、本人が所属する社会福祉士会や関係機関などに対して適切な対応を取る

よう働きかけなければならない。 

４－３ 社会福祉士は、社会的信用を保持するため、他の社会福祉士と協力してお互いの行

為をチェックし、ともに高め合わなければならない。 

 

５．専門職の擁護 

社会福祉士は、専門職として不当な批判を受けることがあれば、連帯してその立場を擁護

しなければならない。 

 

５－１ 社会福祉士は、専門職として日頃から高い倫理観を持って自らを律しなければなら

ない。 

５－２ 社会福祉士は、社会福祉士の専門性に対する不当な批判や扱いに対して、正当性を

アピールするなど適切な対応をしなければならない。 

 

６．教育・訓練・管理における責務 

社会福祉士は、専門職として教育・訓練・管理を行う場合、それらを受ける人の専門性の

向上に寄与しなければならない。 

 

６－１ 社会福祉士は、後進育成にあたっては、対象となる人の人権を尊重しなければなら

ない。 

６－２ 社会福祉士は、研修や事例検討などの企画・実施にあたっては、その効果が最大限

になるように努めなければならない。 

６－３ 社会福祉士は、スーパービジョンを行う場合、専門職として公正で誠実な態度で臨

み、その機能を積極的に活用して社会福祉士の専門性の向上に寄与しなければならな

い。 

６－４ 社会福祉士は、業務のアセスメントや人事考課にあたっては、明確な基準に基づい

て行い、評価の判断を説明できるようにしておかなければならない。 

６－５ 社会福祉士は、組織マネジメントにあたっては、職員の働きがいを向上させ、クラ

イエントの満足度を高めるようにしなければならない。 

 

７．調査・研究 

社会福祉士は、調査・研究を行うにあたっては、その目的、内容、方法などを明らかにし、

クライエントを含む研究対象の不利益にならないように、最大限の倫理的配慮を行わなけれ

ばならない。 

 

７－１ 社会福祉士は、調査・研究を行うにあたっては、日本社会福祉士会が定める研究倫

理に関する規程などに示された内容を遵守しなければならない。 
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７－２ 社会福祉士は、調査・研究の対象者とその関係者の人権に最大限の配慮をしなけれ

ばならない。 

７－３ 社会福祉士は、事例研究などにケースを提供するにあたっては、ケースを特定でき

ないように配慮し、その関係者に対して事前に了解を得なければならない。 

 

８．自己管理 

社会福祉士は、自らが個人的・社会的な困難に直面する可能性があることを自覚し、日頃

から心身の健康の増進に努めなければならない。 

 

８－１ 社会福祉士は、自身の心身の状態が専門的な判断や業務遂行にどのように影響して

いるかについて、認識しなければならない。 

８－２ 社会福祉士は、自身が直面する困難が専門的な判断や業務遂行に影響を及ぼす可能

性がある場合、クライエントなどに対する支援が適切に継続されるよう、同僚や上司

に相談し対応しなければならない。 
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公益社団法人 日本社会福祉士会 
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「財政基盤の確保及び事務局体制の強化に向けた提案書」について 
 

公益社団法人日本社会福祉士会 副会長 

財政基盤の確保・事務局体制の強化プロジェクトチーム 委員長 

中島 康晴 

 

 

 2019 年度都道府県社会福祉士会会長会議において、財政基盤の確保及び事務局体

制の強化に向けて日本社会福祉士会と都道府県社会福祉士会が一体となって取り組

むこととしました。そして、このことを協議する場として「財政基盤の確保・事務局

体制の強化プロジェクトチーム」を立ち上げることが承認されました。この度、合計

７回のプロジェクトチームによる会議を終了し、理事会の承認を経て、今後取り組む

べき事項を「財政基盤の確保及び事務局体制の強化に向けた提案書」（以下、「提案書」

という）として取りまとめましたので、ご承認をお願いいたします。 

 なお、当提案書は、本臨時総会において承認されたのちに、2022 年度の本格実施に

向け、2021 年度より準備を行い、可能なものから先行実施していく予定です。提案書

の内容が確実に実行され、その成果を上げていくためにも、全国的に一枚岩となる展

開が求められると考えます。正会員の皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申

し上げます。 

 

 

－49－－48－－48－



 

財政基盤の確保・事務局体制の強化プロジェクト最終報告 

「財政基盤の確保及び事務局体制の強化に向けた提案書」(案) 

 

 

はじめに 

 当プロジェクトチームは、2019 年度都道府県社会福祉士会会長会議（以下、「会長

会議」という）において、財政基盤の確保及び事務局体制の強化に向けて日本社会福

祉士会（以下、「日士会」という）と都道府県社会福祉士会（以下、「県士会」という）

が一体となって取り組むこととし、このことを協議する場として承認され設置されま

した。 

 この度、合計７回の会議を終了し、今後、日士会と県士会が連合体として取り組む

べき事項をとりまとめましたので、以下の通りご提案します。 

 

１ 構成メンバー及び会議日程 

  別紙１をご参照下さい。 

 

２ プロジェクトについて 

（１）プロジェクトチーム及びプロジェクトの目的 

  プロジェクトは、県士会の財政基盤の確保及び事務局体制の強化を図ることを目

的とし、プロジェクトチームはそのための具体的な対策と実行計画を「提案書」と

してまとめ、2020 年 6 月開催の日士会の通常総会に報告することを目的とした。し

かし、コロナ禍による総会の中止やプロジェクト会議の延期があり、2021 年 3 月に

開催する日士会の臨時総会への報告を目指すこととした。 

（２）検討の経緯 

  3 回のプロジェクト会議を経て「中間報告」をとりまとめ、県士会に報告し意見

募集を実施した。その結果、8県士会から 30 件のご意見をいただいた。いただいた

ご意見を第 4回から第 6回までの会議で協議を重ね、「最終報告（案）」をとりまと

め県士会に報告した。その後さらに、県士会からの意見を募集し、7県士会から 22

件のご意見を頂き、第 7回会議で協議のうえ「最終報告」を策定した。 

（３）「提案書」の取扱いと検証について 

  2021 年 3 月の日士会の臨時総会において施行が承認された事項については、日

士会が 2021 年度より着手可能なものから実施を進めるとともに、県士会において

も、2022 年度の本格実施（本予算化）に向けて、2021 年度に十分な準備をしてい

ただきたい。また、施行 1年後を目安に日士会は理事会で検証を行い、直近の日士

会の総会に報告すること、必要があれば、再度、新たなプロジェクトチームを立ち

上げることを提案する。 

 

３ 今後取り組むべき事項の提案 

  プロジェクトチームは、財政基盤の確保及び事務局体制の強化のためには組織率

を高めることが最も重要であると共通認識し、このことを軸に検討を進めた。 
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（１）入会促進及び退会抑制について 

   組織を強化するためには若年層の入会促進に留まらず、若年層が中心的な活動

をすることが求められる。そのためには若年層が参加しやすい活動・研修を組む

ことや、若年層の育成（キャリアアップ）を考えていく必要がある。このことが 

入会促進のみならず、退会抑制にもつながる。 

   入会促進及び退会抑制においては、単一の方法で画期的な成果が望めるという

ものではなく、いくつかのメニューを用意し、複合的に働きかけることが効果的

である。メニューとしては、若年層の入会費及び年会費の免除、入会促進のため

のパンフレットの作成や研修内容の充実が挙げられる。また、本プロジェクトチ

ームでは、夫婦会員等の家族割引制度を導入することもその一つであるとの意見

があった。 

  ①若年層の入会金及び年会費の免除 

    社会福祉士登録年度に県士会へ入会するためには、社会福祉士登録料、県士

会入会金、県士会年会費と概ね 50,000 円程度要することから、特に若年層を

対象に入会金及び年会費の免除を全国的に展開することを協議した。協議の結

果として、30 歳以下を対象（2018 年度実績で 476 名）に入会金及び年会費を

入会年度に限り無料とし、これを 3年間試行しその効果を検証することを提案

する。なお、免除する額の負担については、県士会と日士会で同額負担とする。

（負担イメージは別紙２参照） 

また県士会においては会費規則等の変更及び都道府県の所管部署（担当者）

への説明が必要となることから、県士会における会費規則等を変更する際の参

考例及び若年層にのみ会費等を減免することの「正当な事由」例を別紙３にお

いて示すこととする。 

  ②組織拡大をコンセプトとした全国共通の入会促進パンフレットの作成 

    入会率の比較的高い県士会に実施したヒヤリング結果（別紙４参照）では、

個別の声かけが入会促進に効果的であることが伺えた。そこで、個々の会員が

組織を拡大することの必要性を認識し声かけを活発化すること、また、声かけ

時に利用できるコンセプトを明確にした全国共通のパンフレットを日士会が

作成することを提案する。 

  ③遠隔研修の充実 

    新型コロナウイルスの影響のみならず、災害時や子育て・介護、また離島や

山間部に住んでいることなどによっても、研修に参加ができない会員が存在す

る。このような観点からは、遠隔研修の充実は欠かせない。e-ラーニングコン

テンツの充実と同時双方向性を担保した遠隔会議システムによる研修体制を

確立していく必要がある。そこで日士会と県士会が連携・協同して、すべての

県士会で遠隔研修実施体制が確立できるよう、例えば日士会が全国へ講義をオ

ンライン配信し県士会が地域の特性をふまえた演習等を行うなどの実質的な

検討に着手することを提案する。 

 

（２）事務局業務の支援 

   事務局業務に関しては、事務局職員情報交流連絡会（2019 年 12 月 7 日開催）
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の機会を活用し、各県士会の事務局職員に対して任意のアンケート調査を行った。

さらに、47 県士会の事務局職員に対し、同様のアンケートを実施した。そこでは、

以下のような、事務局職員が感じている業務遂行上の困難が表出されている。 

・会員管理・会費請求業務に対する業務量の多さ。 

・オンライン会議・研修方法の導入が求められているがその方法が不明瞭であ

る点。 

・ぱあとなあ報告書の取りまとめ・入力等作業の業務負担。 

・経理に関する知識が不足していること。 

・会員からの苦情に対する時間・労力・精神的負担。 

・理事・委員会とのコミュニケーションの不足。 

・役割分担と責任所在が不明瞭である点。 

これらの結果も参考に協議を行った。 

  ①会員管理事務・会費徴収事務委託契約の任意化 

    連合体組織へ移行後、会員管理事務・会費徴収事務は県士会業務と位置づけ、

期限を設定して委託契約の解除を進めてきたが、プロジェクトチームでは県士

会事務局負担の実態を考慮すべきとの意見が多くを占め、県士会の要望にもと

づき日士会が委託事務を継続すべきとなった。そこで、会員管理・会費徴収事

務の事務委託契約については、県士会の意向にもとづき任意とすることを提案

する。 

  ②オンライン会議・研修方法の確立の検討 

これは他の項目（「遠隔研修の充実」「インターネット媒体の活用」）とも重複

する事項ではあるが、e-ラーニングや Zoom 等を活用した研修・会議の方法を検

討するにあたり、システムの導入と規程の整備等については、日士会が主導的

に取り組んでいくことを提案する。 

  ③ぱあとなあ報告書のオンライン化の検討 

    2 月度に多量の報告書をチェックする際に、オンラインによって情報の取り

まとめ及び入力事務が円滑にできるようシステムの導入の検討を行うことを

提案する。 

  ④「経理」と「バーンアウト防止」にかかる研修会及び業務相談の機会の創出 

    県士会事務局職員を対象として、会計にかかる研修会及びクレーム対応等に

よるバーンアウトを防止するための研修会を年に一度開催することを提案す

る。これに加えて、事務局職員が、現前の業務における課題の共有や具体的な

相談ができる仕組みを検討してはどうかと考える。具体的には以下の二点を提

案する。 

・県士会事務局の取り組みを共有することを目的に、事務局業務を実質的に

中心となって担っている者による「事務局代表者会議」を開催すること。 

・上記研修会などに付随させて事務局職員が、業務遂行上の具体的な困難に

ついて相談できる機会を設けること。 

また本プロジェクトチームでは、このような会員等からの苦情やクレームに

際して、書式を定めることによって文書での提出を求める方法や顧問弁護士の

活用などの方法があることの情報が提供され、このような情報を共有していく
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ことの重要性を確認した。 

（３）内外に向けた情報発信力の強化 

   日士会及び県士会の活動を発信することは、日士会及び県士会の活動を対外的

のみならず会員にも示すことになり、そのことのよって県士会への帰属意識や会

員としてのアイデンティティーを高め、結果的に入会促進や退会抑制にもつなが

ると考えられる。そればかりではなく、本プロジェクトでは、このような情報発

信の強化が、「第三期中期計画（2019～2023 年度）」にも位置づけられている社会

福祉士の「実質的な業務独占の獲得」と「必置の拡大」や認定社会福祉士の制度

的任用の確立にも連なる点を確認した。 

  ①情報発信の強化 

    日士会及び県士会は会員や関係各所に向けて、SNS 等のインターネット媒体

を活用した情報発信やマスメディアを活用した内外への情報発信を強化する

ことを提案する。 

  ②シンクタンクと政策提言機能の充実 

    様々な領域に任用等を働きかけるためには、無資格者と対比した際の社会福

祉士及び認定社会福祉士の有意性を示すエビデンスを集積する必要がある。そ

してこれらを明らかとする調査研究に積極的に取り組む必要がある。日士会は、

専門家等の人材を確保のうえ、県士会と連携してエビデンスを収集し、シンク

タンク機能を充実させ政策提言機能を高めることを提案する。 

 

（４）財政にかかる事項 

   小規模県士会への財政的な支援については、小規模の定義（線引き）が難しい

こと、また機械的に財政支援をするのではなく、個別の事業について支援する方

が適切との意見が多くをしめた。 

  ①県士会への財政支援について 

    現在日士会では、県士会に対する貸付制度が存在する。しかし、それ以外に

も給付や助成をしていく仕組みをつくることを提案する。例えば以下のような

助成制度を検討することが考えられる。 

    1)県士会が入会促進・退会抑制のキャンペーンを実施する際にかかる費用の

補填 

    2)災害時等における運営費の補填 

    3)委託事業を受託する際の導入費の補填 

    4)オンラインによる研修システムの導入費の補填 

  ②e-ラーニング負担金について 

    e-ラーニング負担金については、現状の一律金額による負担と会員数による

傾斜配分への見直しの両論があった。e-ラーニングの普及とコンテンツの充実

が重要であることは共通認識であったが、現行の一律負担金は維持することと

なった。 

  ③インターネット媒体の活用 

    日士会及び県士会は会議に Skype や ZOOM の導入を推進することや、クラウ

ド等を活用し資料のペーパーレス化、研修申込をホームページで行えるように
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するなど、デジタル化を推進することを提案する。デジタル化の推進に当たっ

ては日士会が県士会へマニュアルを提供するなど、推進役を務めることが必要

である。なお、このことが経費の節減とともに事務局職員の負担軽減にも繋が

ると考える。 

  ④財源について（経費の削減について） 

    日士会の旅費交通費については、総会や会長会議は対面式で行うことが望ま

しいが、それ以外の理事会・委員会活動については、50％ほどを遠隔会議にす

ることは可能と考えられる。 

    またニュースのメルマガ化によって一定程度の経費の削減を検討すること

が考えられる。紙媒体のニュースについては、なかには開封されずに放置され

ている実態も散見されるため、電子媒体による情報発信を多頻度で行う方が情

報共有には効果が見込めるとの意見があった。なお、紙媒体を継続して希望す

る会員については送付を継続するが、そのことを周知すること自体に工夫が必

要となる。 

    日士会の旅費交通費とニュースのメルマガ化による経費の削減を行いその

費用を上記の活動に投入することを提案する。（別紙 5 参照） 

 

 

４ 提案事項のまとめ 

  上述の「今後取り組むべき事項」について、2021 年度から着手すべき事項と 2022

年度本格実施に向けて準備を進める事項に分けてまとめると、次のとおりまとめる。 

＜2021 年度から着手すべき事項＞ 

 ①全国共通の入会促進パンフレットを日士会が作成すること 

 ②日士会と県士会が協同して、すべての県士会において遠隔研修実施体制を確立で

きるよう実務的な検討に着手すること 

 ③会員管理及び会費徴収事務の委託契約を任意とすること 

 ④ぱあとなあ報告書のオンライン化を検討すること 

⑤事務局業務を実質的に中心となって担っている者による「事務局代表者会議」を

開催すること 

⑥日士会は人材を確保の上、県士会と連携してシンクタンクと政策提言機能を充実

させること 

 ⑦日士会が推進役となり、インターネットの活用方法（情報発信、経費節減など）

を検討すること 

＜2022 年度本格実施に向けて準備をすべき事項＞ 

 ①全国一斉に若年層の入会金及び年会費を初年度に限り免除する制度を 3 年間試

行し、入会促進のキャンペーンを実施すること（負担は日士会と県士会の同額負

担） 

 ②事務局職員に向けた「経理」と「苦情への対応とバーンアウト防止」にかかる研

修会を開催するとともに業務遂行上の具体的な困難について相談できる機会を

設けること 

 ③日士会は県士会への助成制度を新設すること 
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 ④日士会は理事会等会議のオンライン化やニュースのメルマガ化を検討し、提案事

項の財源を確保すること 

 ⑤取り組むことを決定した事項については 1年後の検証を行うこと 

 

５ 提案を実行する際の留意事項 

 本提案は、第三期中期計画と関連づけて進めていくこととし、総会・会長会議等に

おいても進捗確認を行うこととする。 

 研修・会議・広報・ぱあとなあ報告におけるオンライン化・ペーパーレス化を進め

る際には、「情報弱者」への配慮をはかりつつ進めていくこととする。 

 

おわりに 

 当プロジェクトチームからの提案は以上であるが、第 7回プロジェクト会議後に届

いた県士会の意見に、社会福祉士の「地位向上と業務拡大を通じて所得の向上を」と

いう指摘があった。社会福祉士としての専門性の向上と社会福祉士が安心して社会的

責務に取り組める待遇を求めていくことは、専門職団体における本来の役割であり、

当プロジェクトチームの提案は、こうしたことを推進するための一つの取り組みであ

る点を付言しておく。 

組織基盤の確保と事務局体制の強化は、各県士会及び連合体組織としての日士会が

組織活動を発展充実させるために常に検討を重ねる事項である。今回の提案の多くが

県士会の同意を得て実施されること、またその検証を経て新たな提案・実施が継続的

になされることを期待する。 
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別紙１ 

構成メンバー及び協議スケジュール 

 

■構成メンバー（○：委員長） 

都道府県 氏名（敬称略） 役職 

山形県社会福祉士会 鈴木 一成 理事長 

神奈川県社会福祉士会 山下  康 会長 

長野県社会福祉士会 萱津 公子 会長 

愛知県社会福祉士会 前田  修 会長 

京都社会福祉士会 福富 昌城 会長 

鳥取県社会福祉士会 河津  薫 会長 

香川県社会福祉士会 岡﨑 昌枝 会長 

佐賀県社会福祉士会 田代 典久 事務局長 

日本社会福祉士会 島崎 義弘 理事 

日本社会福祉士会 中島 康晴 副会長 

 

■協議スケジュール 

日程 協議 

２０１９年１１月１０日(日) 第１回プロジェクトチーム会議 

１２月２２日(日) 第２回プロジェクトチーム会議 

２０２０年 １月１２日(日) 第３回プロジェクトチーム会議 

 ５月１０日(日) 第４回プロジェクトチーム会議 

 ６月２７日(土) 第５回プロジェクトチーム会議 

 ８月３０日(日) 第６回プロジェクトチーム会議 

１２月１３日(日) 第７回プロジェクトチーム会議 

 

○ 
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　※2019年4月1日から2020年3月31日の間に入会し、かつ1989年4月1日以降の誕生日の会員を対象とした。
（単位：円）

入会者人数 入会金 年会費 日士会会費収入 県士会会費収入 収入減の総額日士会負担 県士会負担
日士会から県士会への
送金額（参考）

北海道 18 0 15,000 90,000 180,000 270,000 135,000 135,000 45,000
青森県 7 5,000 10,000 35,000 70,000 105,000 52,500 52,500 17,500
岩手県 9 5,000 15,000 45,000 135,000 180,000 90,000 90,000 45,000
宮城県 8 5,000 10,000 40,000 80,000 120,000 60,000 60,000 20,000
秋田県 6 0 15,000 30,000 60,000 90,000 45,000 45,000 15,000
山形県 3 5,000 17,000 15,000 51,000 66,000 33,000 33,000 18,000
福島県 14 0 15,000 70,000 140,000 210,000 105,000 105,000 35,000
茨城県 11 5,000 13,000 55,000 143,000 198,000 99,000 99,000 44,000
栃木県 2 2,000 13,000 10,000 20,000 30,000 15,000 15,000 5,000
群馬県 3 5,000 10,000 15,000 30,000 45,000 22,500 22,500 7,500
埼玉県 8 5,000 13,000 40,000 104,000 144,000 72,000 72,000 32,000
千葉県 9 5,000 10,000 45,000 90,000 135,000 67,500 67,500 22,500
東京都 18 5,000 15,000 90,000 270,000 360,000 180,000 180,000 90,000

神奈川県 20 5,000 14,000 100,000 280,000 380,000 190,000 190,000 90,000
新潟県 18 5,000 15,000 90,000 270,000 360,000 180,000 180,000 90,000
富山県 6 5,000 14,000 30,000 84,000 114,000 57,000 57,000 27,000
石川県 9 5,000 15,000 45,000 135,000 180,000 90,000 90,000 45,000
福井県 3 5,000 10,000 15,000 30,000 45,000 22,500 22,500 7,500
山梨県 8 5,000 13,000 40,000 104,000 144,000 72,000 72,000 32,000
長野県 15 5,000 10,000 75,000 150,000 225,000 112,500 112,500 37,500
岐阜県 7 3,000 10,000 35,000 56,000 91,000 45,500 45,500 10,500
静岡県 13 5,000 10,000 65,000 130,000 195,000 97,500 97,500 32,500
愛知県 9 5,000 16,000 45,000 144,000 189,000 94,500 94,500 49,500
三重県 4 0 8,000 20,000 12,000 32,000 16,000 16,000 -4,000
滋賀県 3 5,000 15,000 15,000 45,000 60,000 30,000 30,000 15,000
京都府 11 6,000 15,000 55,000 176,000 231,000 115,500 115,500 60,500
大阪府 22 5,000 16,000 110,000 352,000 462,000 231,000 231,000 121,000
兵庫県 10 5,000 17,000 50,000 170,000 220,000 110,000 110,000 60,000
奈良県 0 0 16,000 0 0 0 0 0 0

和歌山県 1 0 15,000 5,000 10,000 15,000 7,500 7,500 2,500
鳥取県 1 5,000 15,000 5,000 15,000 20,000 10,000 10,000 5,000
島根県 7 5,000 15,000 35,000 105,000 140,000 70,000 70,000 35,000
岡山県 6 5,000 15,000 30,000 90,000 120,000 60,000 60,000 30,000
広島県 6 5,000 14,000 30,000 84,000 114,000 57,000 57,000 27,000
山口県 3 5,000 15,000 15,000 45,000 60,000 30,000 30,000 15,000
徳島県 1 5,000 15,000 5,000 15,000 20,000 10,000 10,000 5,000
香川県 3 5,000 15,000 15,000 45,000 60,000 30,000 30,000 15,000
愛媛県 6 5,000 15,000 30,000 90,000 120,000 60,000 60,000 30,000
高知県 4 5,000 15,000 20,000 60,000 80,000 40,000 40,000 20,000
福岡県 22 5,000 15,000 110,000 330,000 440,000 220,000 220,000 110,000
佐賀県 30 5,000 11,000 150,000 330,000 480,000 240,000 240,000 90,000
長崎県 3 5,000 15,000 15,000 45,000 60,000 30,000 30,000 15,000
熊本県 8 5,000 15,000 40,000 120,000 160,000 80,000 80,000 40,000
大分県 3 5,000 13,000 15,000 39,000 54,000 27,000 27,000 12,000
宮崎県 5 5,000 15,000 25,000 75,000 100,000 50,000 50,000 25,000

鹿児島県 1 5,000 15,000 5,000 15,000 20,000 10,000 10,000 5,000
沖縄県 8 5,000 15,000 40,000 120,000 160,000 80,000 80,000 40,000

（合計） 1,960,000 5,144,000 7,104,000 3,552,000 3,552,000 1,592,000

2019年度実績
県士会

30歳以下入会金・年会費なしの場合の収入減額

入会初年度の入会金及び年会費を免除した場合の試算（2019年度の入会者実績をベースに試算）

別紙２ 
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別紙３ 

 

入会金及び年会費減免における規則等改正について 

 

 

１ 各正会員の所管部署への説明について 

  認定法第５条 14 のイ「社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、

不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものである

こと。」が規定されている。そのため、「不当な条件を付していない」こと、つまり

今回の入会金及び年会費の改正について「正当な事由」を用意しておく必要がある。

「正当な事由」としては次の内容を参考にしていただきたい。 

    「大学を卒業し間もない若年層は収入が少なく、かつ試験合格時は社会福祉

士登録費用（登録免許税 15,000 円、登録手数料 4,050 円）もかかること

から、そのことを考慮し、入会年度に限り会費を減免する。」 

  なお、認定法の当規定は会費を平等（等しい会費）にすることを求めているので

はなく、不当な高額設定等を退けるためであり、現に種別等によって異なる会費を

設定することは認められている。ただし、都道府県では所管部署の担当者に裁量が

あることから改正前に打診しておくほうが無難と考えられる。 

 

２ 規則改正について 

  多くの正会員は規則（総会決議）において会費を定めていると考えられる。今回

の場合、次のような条文（下線部）を新たに設けることが考えられる。 

   ＜例（イメージ）＞ 

    第○条 正会員の入会金は、○○○○円とする。 

     ２ 入会年度において、満 30 歳を超えない者は入会金を免除する。 

    第○条 本会の正会員の年会費は、○○○○○円とする。 

     ２ 入会年度において、満 30 歳を超えない者は当該年度の年会費を免除

する。 
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別紙４ 

 

入会促進についてのヒヤリング調査結果 

 
◇調査目的 

会員数増加率が高い都道府県社会福祉士会の入会促進のための取組みを調査し、その

調査結果を都道府県社会福祉士会の入会促進の参考とするため。 

 
◇調査対象 

７都道府県社会福祉士会(青森、岩手、福島、東京、静岡、兵庫、長崎) 

会員数 600 名以上かつ、2015 年～2019 年の年度別増減比率の平均が 3％以上の都道府県

社会福祉士会の事務局を対象とした。 

 

◇調査方法 

 電話によるヒヤリング 

 
◇調査期間 

2019年 12 月 5 日～2019 年 12 月 6 日 

 
◇調査結果（概要） 

 ＜ブロック・会員の協力＞ 

  ・6 つの支部で会員が独自に学生や非会員を対象とした研修を行い勧誘している。 

  ・職場における先輩―後輩の関係が強い地区では、先輩からの声掛けによる入会促進の

効果は大きい。 

  ・東部、中部、西部で支部に分かれ、支部の中で定例会などを行っている。職場で強い

結びつきなどがあると入会・支部での活動につながり、入会促進に効果的である。 

  ・昨年の増加率が高かったことについては、各ブロックの若手の会員が、非会員社会福

祉士への研修会参加の呼び掛けに力を入れたことが入会促進につながったのではな

いか。その場で入会資料や研修資料(基礎研修、成年後見に関わる資料等を同封)の配

布も行った。また研修と懇親会をセットで開催している(2 月ごろ)。 

  ・非会員(学生・一般)を対象とした実践研究発表会を開催、大学・専門学校で講師をし

ている会員が入会を呼び掛けているが、効果は明確ではない。 

 ＜養成校･他団体との連携、資格取得前・受験対策等＞ 

  ・会員が養成校で社会福祉士の仕事について講義を行うなどして、交流をもち入会を呼

び掛けている。 

  ・受験対策講座では一定数の受講者が合格後に入会するため、入会促進につながってい

る。しかし、講座の開催費用の負担が大きく今年度は開催しない。そのため、増加比

率の低下が予想される。 

－59－－58－－58－



 

 

  ・県内 2会場(各 30～40 名)で受験対策講座を行っている。受講者を準会員と位置づけ、

会報の送付も行っている。国家試験後にアンケートを送り合格者には入会案内、不合

格者には来年度の受験対策講座の案内を送付している。ある程度の効果はあるが、入

会者数としては数十名規模であり大きく効果があるとは感じられない。 

  ・国家試験対策委員会で会員獲得支援を行っている。 

  ・合格祝賀会の開催。 

  ・国家試験対策の受講生を対象に準会員割引。 

  ・研修の開催では長崎純心大学の卒業生、地域包括とのつながりも活用している。 

 ＜研修等、様々な場の活用＞ 

  ・入会促進につながっている取組みとして考えられることは 2017 年全国大会開催。東

日本大震災以降の震災支援活動を継続しており、それが目に見える社会活動になっ

ている。ボランティアグループへの会員派遣等もしている。基礎研修から成年後見に

つづく、研修制度が充実していること。 

  ・効果については正確には分からないが、実習指導者講習会に参加している非会員に入

会申込書を配布している。 

 ＜入会特典・入会キャンペーン＞ 

  ・会員紹介キャンペーン(4 月～9 月)の実施。QUO カード･クリアホルダープレゼント、

新入会員イベント招待、再入会者の入会金補助。 

  ・秋の入会キャンペーン(10 月～12 月)の実施。年会費半額キャッシュバック(\16,000

→\8,000)、忘年会招待(参加費\3,000 が無料)、再入会者の入会金補助。 

  ・大きく成果を実感している訳ではないが、ある程度の効果はあるのではないか。 

 ＜その他＞ 

  ・成年後見活動の問い合わせから、研修･ぱあとなあ登録のことを知り入会につながる

ケースが増えてきている。 

  ・今後は認定社会福祉士に向けた研修体制の充実が必要であり、そのことが会の活性化

につながっている。 
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別紙５ 

オンライン会議に伴う旅費・交通費の削減額、及びニュース（会報）のオンライン化

による通信費の削減額等について（2020 年度予算から試算） 

 

１ 旅費・交通費 

（１）関連予算（2020 年度） 

  ①理事会にかかる旅費・交通費 4,078 千円 

  ②委員会・PT にかかる旅費交通費 約 14,000 千円 

  ③全国会議（総会・会長会議）にかかる旅費・交通費 3,900 千円 

（２）試算 

  Web を活用し①と②の旅費を半減（50%）と仮定した場合 

   単純計算で 9,039 千円の削減 

 

２ ニュース関係 

（１）関連予算（2020 年度） 

  ①発行経費（年 4回発行） 

    印刷製本費  8,512 千円 （1回当たり平均 2,128 千円） 

    通信運搬費 16,431 千円 （1回当たり平均 4,107 千円） 

     合計   24,943 千円  

  ②広告収入 

    広告料収入  1,716 千円 

  ③ニュース発行に伴う収支 

    24,943 千円－1,716 千円＝23,227 千円 

（２）オンライン化する際の留意事項 

  ①ニュースに同封していた物の取扱い 

    各号には全国大会や研修会開催案内、研究誌など同封物がある。ニュースの

発送を取り止めた場合、少なくとも年 1回は全会員への発送が必要。 

  ②メールマガジンへ移行した際の経費 

   （例）メール配信サービス費用（blastmail；50 回/年の場合） 1,200 千円 

  ③現行の紙媒体の発送が必要な対象者 

    希望する会員（メールマガジンを受け取れない等）、賛助会員や関係団体等 

（３）試算 

   年 1 回の全会員への発送とメールマガジン経費を確保し、従来通りの紙ベース

の送付を希望する方の比率を変数とした場合（千円） 

紙ベース送付 

希望割合 

年 1回発送 

＋ﾒﾙﾏｶﾞ経費 

会報 経費 

合計 
削減額 

印刷費 通信費 

10% 5,300 850 1,230 7,380 15,840 

30% 5,300 2,550 3,700 11,550 11,677 

 

３ 公益法人としての財務基準について 

  旅費・交通費の①は共益事業経費区分、②は公益事業経費区分。ニュース経費は

公益事業経費区分。削減した予算の活用は、財務基準的には公益事業として活用し

た方が好ましい。（2020 年度予算：収支相償（△21,132 千円）、公益事業比率（202,050

千円／332,771 千円＝60.7％）） 
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公益社団法人 日本社会福祉士会 

２０２０年度臨時総会 

 

 

 

 

 

第２号承認 

正会員の会費の扱いについて 

 

 

 

 

 

 

JACSW 
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正会員の会費の扱いについて 

 

 第 32 回通常総会（2019 年 6 月 15 日開催）において、「『日本社会福祉士会の

会費に関する規則』の統一見解の再確認について」を議決しました。 

 

【議決内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当議決にもとづき、会費について佐賀県社会福祉士会と協議を重ね、納める会

費について以下の通り合意に達しましたので、ご承認をお願いします。 

 

 

１ 2019年度以降は規則に則り会費を納める 

 

２ 2018 年度以前の会費については、時効及び正会員としての特典を享受して

いなかったこと（研究誌や会報の受領など）を考慮し、2016年度から 2018年

度に支払うべき会費の未払い分の 70%を納める 

 

 

 

 日本社会福祉士会の会費に関する規則第 3 条第 1 項「本会の正会員の年

会費は、5,000円に正会員を構成する社会福祉士の人数を乗じた額とする」

とは、従前より次のことを規定していることを日本社会福祉士会の統一見解

として確認する。 

  「正会員を構成する社会福祉士」とは、当正会員の定款及び規則に定め

られた規定に則り入会し、当正会員の議決権を有することができる社会

福祉士を言う。 
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公益社団法人 日本社会福祉士会 

２０２０年度臨時総会 

 

 

 

 

 

第１号報告 

２０２１年度事業計画 

 

 

 

 

 

 

JACSW 
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２０２１年度事業計画 

「多様性を尊重する社会を目指して」 

～今、新時代の社会づくりをデザインする～ 
 

１ 基本指針 

  共生社会の創造をビジョンとして掲げ、社会的使命をもって、社会変革と社会

開発、社会的結束及び人々のエンパワメントと解放を促進する。 

  私たちは、社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理を改めて

自覚するとともに、高齢者・障がい者・児童等の地域の人々の人権を尊重したイン

クルーシブな地域共生社会の実現を目指し、人びとの「生きる」を支える。 

  第三期中期計画（2019～2023年度）では、地域共生社会の実現のためにソーシャ

ルワーク機能を発揮できる体制づくりを推進すること、そのための手段として

社会福祉士の任用を拡大し実質的な業務独占を図ることとした。本会は、第三期

中期計画に掲げた次の基本指針に則り、事業を展開する。なお、新型コロナウイ

ルス感染症の影響拡大又は長期化を踏まえ必要な措置を講じるものとする。 

 （１）ソーシャルワークの推進 

 （２）活動基盤の強化 

 （３）専門性の向上 

 

２ 事業方針 

  基本指針にもとづき、次の事業を展開する。 

（１）ソーシャルワークの推進 

 ①情報収集力、政策提言等発信力の強化 

  ア ソーシャルワーク実践の見える化に向けた体制整備を検討する。 

  イ シンクタンク立ち上げに向け予算化し、具体的な検討に着手する。 

  ウ ホームページのリニューアルを始め広報活動を強化し、戦略的な取り組みを

推進する。 

  エ 「地域共生社会推進に向けての福祉専門職支援議員連盟」への働きかけを強

化する。 

 ②権利擁護活動の強化 

  ア 意思決定支援の普遍化に向けて、ガイドラインやツール、国研修への関与、

及び都道府県社会福祉士会が行う研修の支援を行う。 

  イ 都道府県社会福祉士会が実施する成年後見に係る研修や高齢者虐待対応に

係る研修を支援する。 

  ウ 成年後見制度利用促進に関する情報提供や都道府県社会福祉士会の取り組

みを支援する。 

  エ 未成年後見人への支援や法人後見ガイドラインの見直しを行う。 

  オ 正会員における虐待防止をはじめとした権利擁護支援の取り組み事例を収

集する。 

  カ 本人情報シートの普及・定着に向けて、本人情報シート作成に関する研修を

検討する。 

 ③地域共生社会の実現に資する体制構築の推進 

  ア 市町村における包括的な相談支援体制（重層的支援体制整備事業等）推進に

向けた取組を推進する。 

  イ 貧困問題の解決に向けて、生活困窮状態にある者の生存権保障の実現とその

権利擁護に関わる情報収集活動や国等への政策提言活動を行う。 
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 ④世界に向けた発信力強化 

  ア 日本ソーシャルワーカー連盟における国際プロジェクト事業を継続する。 

  イ 国際ソーシャルワーカー連盟総会及び世界会議へ参画する。 

 

（２）活動基盤の強化 

 ①日本社会福祉士会と都道府県社会福祉士会の組織目標・指向性の共有 

  ア 改定した倫理綱領及び行動規範の周知に向けた取り組みを推進する。 

 ②財政の健全化及び安定化の確立及び都道府県社会福祉士会の組織強化支援 

 ③都道府県社会福祉士会の組織強化支援 

  ア 「財政基盤の確保及び事務局体制の強化に向けた提案書（案）」にもとづく取

り組みを推進する 

  イ ニュース等のデジタル化の検討及び資料のペーパーレス化の一部を実施す

る。 

 ④実質的な業務独占の獲得 

  ア 包括的な相談支援体制構築における社会福祉士の配置拡大に向けた検討を

行う。 

  イ スクールソーシャルワーカーや司法分野で実践する社会福祉士への支援を

進める。 

  ウ 「地域共生社会推進に向けての福祉専門職支援議員連盟」への働きかけを強

化する。（再掲） 

 ⑤関係団体との連携強化 

  ア ソーシャルワーカー関係団体との連携強化・統合に向けた活動を継続し推進

する。 

 ⑥不測の事態における対応の強化 

  ア 都道府県社会福祉士会の災害担当者による全国会議を行う。 

  イ 本会の事業継続計画（BCP）のブラッシュアップを行う。 

 

（３）専門性の向上 

 ①実践能力の向上 

  ア マクロソーシャルワーク実践力向上のための書籍発刊及び研修を実施する。 

  イ 社会福祉士養成カリキュラムの改正を踏まえた現任者研修の実施や実習指

導者講師養成研修及びテキストの見直しを行う。 

  ウ 各専門領域の研修会、全国実践研究集会等を実施する。 

 ②生涯研修制度の充実 

  ア 基礎研修を始め研修の e-ラーニング化を進める。 

  イ 全国生涯研修委員会議や生涯研修センター協議会等を通して、都道府県社会

福祉士会と情報や課題の共有、課題解決に向けた意見交換を行う。 

  ウ 生涯研修制度の見直しに向けた検討を継続する。 

 ③専門的力量の形成 

  ア 認定社会福祉士 7,000 人（2025 年度）に向けて、新規登録者や更新者の増大

に向けた取り組みを推進する。 

  イ 地域共生社会の実現に資するためのスーパーバイザー養成研修やスーパー

バイザーフォローアップ研修を行う。 

  ウ 社会福祉士学会での発表や研究誌への論文投稿を促し、社会福祉士の実践研

究力の向上を図る。 
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３ 事業 

 事業方針にもとづき、各委員会等は次の事業を行う。 

 

＜管理局＞ 

 ■総務部 

  〇組織委員会 

１ 公益社団法人、連合体組織の運営に関する課題について理事会から諮問さ

れた事項の検討 

２ １の一環として、財政基盤の確保・事務局体制の強化プロジェクトチーム

の「提案書（案）」で示された次の事項を実施 

 （１）都道府県社会福祉士会への助成制度について検討及び制度化 

 （２）事務局代表者会議の企画及び運営（Zoom会議） 

 （３）都道府県社会福祉士会の事務局職員に向けた「経理」と「苦情への対

応とバーンアウト防止」に向けた研修の企画及び事務局職員が相談で

きる機会の検討（2022 年度から開催） 

  ○危機管理室 

１ 本会 BCPの策定、ブラッシュアップ及び想定図上訓練 

２ 全国災害担当者会議で提起された災害支援活動の課題検討 

３ 都道府県社会福祉士会災害担当者による全国会議、ネットワークの構築

４ １～３を検討するための危機管理室会議のオンライン開催 

   ５ 関東甲信越ブロック災害連携会議への参加 

６ 災害福祉支援連絡協議会（仮）等の外部会議への参加 

  ○社会福祉士の倫理綱領・行動規範伝達研修プロジェクトチーム 

（2021年度事業） 

１ 新しい社会福祉士の倫理綱領・行動規範の伝達研修の開催 

（１）倫理綱領・行動規範の伝達資料の作成 

（２）都道府県社会福祉士会を対象とした倫理綱領・行動規範の伝達研修（リ  

モート式）の開催 

（３）社会福祉士を対象とした倫理綱領・行動規範のe-ラーニングコンテン

ツの作成 

２ 『社会福祉士の倫理実践ガイドブック』改訂版の出版 

○実践研究推進プロジェクトチーム（2019～2021年度事業） 

１ 全国大会・社会福祉士学会におけるポスター発表を創設 

    （１）全国大会・社会福祉士学会におけるポスター発表の実施に向けた準備 

    （２）「優秀賞」などを創設し、本会ニュース等で紹介の検討 

○広報検討プロジェクトチーム（仮称）（2021年度事業） 

１ 総合的な広報戦略の検討及び方針の提案 

２ 入会促進用全国共通パンフレットの作成 

３ ニュース（会報）のメールマガジン化の検討 

○シンクタンク機能充実検討プロジェクト（2021年度事業） 

１ シンクタンクの機能及び求める人材について検討 

 

 ■独立した委員会 

  〇綱紀委員会 
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１ 苦情申立の受付・調査・審査 

２ 理事会への審査結果報告と処分提案 

  〇学会運営委員会 

１ 生涯研修制度共通研修課程における 6 領域を基礎として構成する学会分

科会の開催 

２ 研究誌『社会福祉士』の企画・編集・発行 

３ 研究誌『社会福祉士』第 29号（2022年 3月発行予定）から投稿分類を再

編し、従来の投稿に「実践研究」を加え、新しい投稿原稿評価表の運用を

開始 

４ 第 30 回日本社会福祉士学会分科会から募集するポスター発表の準備等 

 

■企画室 

１ 政策提言に係る情報収集 

２ 制度・予算についての国への定例要望 

３ 第三期中期計画に関すること 

４ マスコミ等への情報提供・対応 

 

＜ソーシャルワーク推進局＞ 

■権利擁護推進部（権利擁護センターぱあとなあ） 

  〇権利擁護センターぱあとなあ運営協議会 

１ 全体的方針 

（１）権利擁護関連施策（後見制度〔成年・未成年〕、意思決定支援、虐待

防止等）の動向を適確に把握し、本会及び都道府県社会福祉士会の果

たす役割を明確にするための情報収集・分析及び提言等の発信 

（２）都道府県社会福祉士会権利擁護センターが、後見活動（成年・未成年）

や虐待等広く市民の権利を擁護する活動の拠点となる機能を果たせる

よう支援し、中長期的な本会の権利擁護に向けた体制構築と取り組み

を見据え、本会の権利擁護センターのあり方や支援対象等に関する検

討 

（３）都道府県社会福祉士会権利擁護センターの活動実態を把握し、社会福 

   祉士としての優れた権利擁護に関する実践と課題を分析し、政策提言 

や研修プログラム開発等を実施 

（４）国及び日本弁護士連合会等関係機関と意見交換の機会を設け、目的を

共有できる事業に関しては連携して有効な事業の展開 

（５）実務及び事業は、後見委員会及び権利擁護推進あり方検討委員会に有 

    期のプロジェクトチームを設置し事業を推進 

 

２ 都道府県権利擁護センターの支援等に関する事業 

（１）都道府県ぱあとなあ連絡協議会：（オンライン方式を予定）  

（２）ブロック会議支援：6ブロック（集合 3箇所・オンライン 3箇所を想 

定） 

 

  〇後見委員会 

１ 成年後見（利用促進含む）、未成年後見に関する政策動向への対応、関係
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団体との連携 

 （１）最高裁判所と専門職団体（本会、日本弁護士連合会、日本司法書士会

連合会）協議への対応 

 （２）最高裁判所等との意思決定支援ワーキング（指針・ツール等策定）へ 

の対応 

（３）専門職団体（本会、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会）協議

への対応 

２ 都道府県社会福祉士会の成年後見、未成年後見事業の支援 

（１）成年後見人材育成研修の開催 

（２）成年後見・未成年後見に関する保険への対応（保険事故報告会の定期

開催） 

（３）ぱあとなあ名簿登録に関する対応 

（４）被害者救済金・見舞金制度に関する対応 

（５）都道府県社会福祉士会が実施する成年後見、未成年後見事業の支援 

    （規程類整備、実態把握、情報提供等） 

３ 成年後見関係プロジェクトの課題・判断事項に関する対応 

４ 成年後見制度利用促進プロジェクトチーム（2021年度事業） 

 （１）国の検討に迅速に対応し、見解を示すために政策提案を行うとともに、

都道府県社会福祉士会における取組を支援 

５ 出版プロジェクトチーム（2021～2022 年度事業） 

（１）本会編集・発行の「支援者のための成年後見活用講座」と「成年後見

実務マニュアル」を、成年後見制度利用促進法や基本計画、本会の調

査研究事業を踏まえて改訂し、出版社からの発刊を検討 

６ 法人としての社会福祉士会の成年後見制度への関わり検討プロジェクト

チーム（2019～2021年度事業） 

 （１）法人としての社会福祉士会の成年後見制度への関わりの在り方を調査 

し、検討した上で、規程・ガイドラインの見直しを検討 

７ 活動報告書 IT化プロジェクトチーム（2020～2022 年度事業） 

（１）ぱあとなあ活動報告書をオンラインで提出・集計するためのシステム

導入の検討 

（２）システムの基本設計・開発、活動報告書 IT化プロジェクト参加都道 

府県社会福祉士会を対象に 2022 年 2 月報告のモデル実施 

  〇権利擁護推進あり方検討委員会 

１ 虐待防止を中心とした権利擁護関連施策の動向を的確に把握し、本会及び 

都道府県社会福祉士会の果たす役割を明確にするための情報収集、分析、 

発信 

２ 都道府県社会福祉士会の活動実態を把握し、虐待対応にかかる課題の検討

を経年的に行い把握したエビデンスをもとに、調査研究・政策提言・研修

プログラムを検討 

 （１）本会の虐待対応関連研修の管理と開催における都道府県社会福祉士会 

への支援 

 （２）都道府県社会福祉士会にプログラム提供した「養護者による高齢者虐

待対応現任者標準研修」「養介護施設従事者等による高齢者虐待対応

現任者標準研修」の支援 
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 （３）「虐待対応専門職チーム」の実態把握と支援 

 （４）虐待対応専門研修～アドバイザーコース～の開催  

 （５）厚生労働省老健局委託事業「高齢者虐待防止法の実態把握等のための

調査研究業務」（事業採択された場合に実施） 

（６）厚生労働省老人保健増進等事業「高齢者虐待における調査研究関係事

   業」（事業採択された場合に実施） 

 （７）他団体（日本弁護士連合会、高齢者虐待防止学会、障害者虐待防止学 

会等）との連携 

 

■地域生活支援部 

  〇地域包括ケア推進委員会 

  「地域共生社会」の実現に向け、特に、高齢者や障害者を対象とした分野 

 において実践する社会福祉士の支援等を行うため、次の取組を実施 

（１）地域包括ケア全国実践研究集会の開催（オンライン） 

（２）ソーシャルワーク実践の見える化に向けた体制整備の検討 

（３）市町村における包括的な相談支援のあり方の検討（地域包括支援セン 

ター・基幹相談支援センター等の連携） 

（４）包括的な相談支援体制構築における社会福祉士の配置拡大に向けた検 

   討 

（５）ケアマネジメント実践記録様式に関する更新等への対応 

（６）地域包括支援センターネットワーク実践力養成研修の検討 

  ○重層的支援体制整備事業推進プロジェクトチーム（2021年度事業） 

  改正社会福祉法に新たに規定された「重層的支援体制整備事業」の実施に 

当たり「社会福祉士や精神保健福祉士が活用されるよう努めること」が参議 

院において附帯決議されたため、その実現に向け、次の事業を実施 

（１）当該事業に取り組む自治体のうち、社会福祉士を配置している取り組 

み状況に関するヒアリング等 

（２）（１）の効果を情報発信するとともに、配置された社会福祉士の人材育 

成に関する課題等を把握し、配置された社会福祉士の支援等の検討 

○子ども家庭支援委員会 

  子どもの権利擁護を推し進めるための地域を基盤としたソーシャルワーク

展開の検討を行うとともに、地域の実情に応じた人材育成方法の検討と人材

養成のための研修会の開催等 

（１）児童家庭支援ソーシャルワーク研修の開催 

（２）児童虐待の防止等への対応を検討 

（３）地域を基盤とした子どもの権利擁護を推し進めるための人材育成のあ 

り方の検討 

（４）民法の一部を改正する法律（成年年齢関係、未成年後見等）に伴う課 

題の検討及び他団体との連携 

（５）スクールソーシャルワーク実践アドバイザー養成プロジェクトチーム 

の開催（2021年度事業） 

（６）国・他団体の会議への参画 

１）厚生労働省 

児童虐待防止対策協議会への参画及び児童虐待防止に関する啓発      
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等活動 

２）文部科学省 

いじめ防止対策協議会及び学校における教育相談体制充実に係る 

連絡協議会への参画 

（７）他団体との連携による政策提言活動 

 

■ソーシャルインクルージョン部 

  〇生活困窮者支援委員会 

  貧困問題の解決に向け、全ての生活困窮状態にある方の生存権保障の実現

とその権利擁護に向けた事業の実施 

（１）生活困窮者支援ソーシャルワーク研修の開催 

（２）生活困窮者支援ソーシャルワーク研修の認証申請、都道府県士会への

移管の検討 

（３）生活困窮者支援ソーシャルワーク全国研究集会の開催 

（４）国等の施策動向への政策提言 

  ○多文化ソーシャルワークプロジェクトチーム 

   本会が取り組んできた多文化ソーシャルワークを一層推進し、各地域で展

開するための事業を実施 

（１）在留外国人に対する総合的な支援のコーディネートに関する相談窓 

口へのヒアリング・アンケート調査 

（２）多文化ソーシャルワークセミナー「～在留外国人に対する総合的な   

支援のコーディネートに向けて～」（仮称）の開催 

○リーガル・ソーシャルワーク研究委員会 

 司法分野における社会福祉士の職域拡大と実践する社会福祉士がソーシャ

ルワーク機能を発揮するための支援 

（１）司法福祉全国研究集会の企画・開催 

（２）リーガル・ソーシャルワーク研修の e-ラーニング化 

（３）司法分野に就労する社会福祉士への支援 

（４）司法分野における社会福祉士の職域拡大 

（５）司法福祉に関する課題の検討 

（６）日本弁護士連合会、日本精神保健福祉士協会を含む関係機関との連携 

 

■独立型社会福祉士支援部 

  〇独立型社会福祉士委員会 

１ 独立型社会福祉士の資質の向上を図り、独立型社会福祉士やその活動を広

く社会に周知 

２ 独立型社会福祉士に関する活動基盤の強化と本会の支援体制の整備、都道

府県社会福祉士会との連携、及び独立型社会福祉士相互の連携 

（１）独立型社会福祉士名簿登録制度の運営 

（２）独立型社会福祉士名簿更新に必要な「独立型社会福祉士に関する研修

等」の e-ラーニング化の検討 

（３）独立型社会福祉士研修の企画・開催 

（４）独立型社会福祉士全国実践研究集会の企画・開催 

（５）独立型社会福祉士へのサポート体制の構築 
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（６）独立型社会福祉士名簿登録者の実習生受入状況の把握及びヒアリン

グ調査 

■マクロソーシャルワーク研修プロジェクトチーム（2020～2021年度事業） 

  マクロソーシャルワークの範囲を社会経済活動、価値、法制度、差別、偏見

等の改革と捉えた『マクロソーシャルワーク実践（仮称）』を用いて、都道府県

社会福祉士会でも開催可能な（オンラインによる）マクロソーシャルワーク研

修の開催及び認定社会福祉士制度研修認証申請等に向けた準備と開発 

 

＜生涯研修局＞ 

■生涯研修部（生涯研修センター） 

  〇生涯研修センター企画・運営委員会 

１ 生涯研修制度における研修プログラムの開発及び研修の開催

（１）スーパーバイザー養成研修、スーパーバイザーフォローアップ研修 

の開催 

（２）基礎研修のメンテナンス 

（３）実習指導者講習会講師養成に関する調整 

（４）保健医療専門研修の検討 

２ 生涯研修制度の見直し 

３ 認定社会福祉士制度との関係調整 

（１）研修認証申請に関する調整（メンテナンスを含む、分野専門研修全体 ）

の確認） 

（２）スーパーバイザー登録説明会の受託（１回） 

４ ICT、ｅ-ラーニングの検討 

５ 移管研修のフォローアップ 

６ 研修関係の要綱、ガイドラインの制定、開発 

７ 制度説明・広報 

８ 地域共生社会の実現に向けた現任社会福祉士の研修プログラムの開発と 

スーパービジョンの実態把握に関する調査研究事業（社会福祉推進事業） 

９ 社会福祉士の倫理綱領・行動規範伝達研修の開催 

  １０ 実習指導者講習会講師養成プロジェクトチーム（2019～2021年度事業） 

（１）社会福祉士実習指導者講習会講師養成を行うための研修ツールの作 

成 

（２）社会福祉士実習指導者講習会講師養成を行うための研修（リモート式）  

開催 

（３）テキスト改訂版の出版（中央法規） 

（４）日本ソーシャルワーク教育学校連盟との連携（教員講習会との連携） 

（５）現任実習指導者へのフォローアップ（e-ラーニング作成） 

１１ 基礎研修教材開発プロジェクトチーム（2018～2021年度事業） 

（１）基礎研修講師養成研修の開催 
（２）基礎研修運営マニュアルの見直し 
（３）基礎研修テキストの改訂（基礎研修メンテナンス作業含む） 
（４）上記事業を行うためのプロジェクト会議の開催 
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 ■リモート研修等推進プロジェクトチーム（仮称）（2021～2022 年度事業） 

１ 都道府県社会福祉士会と協同で全国展開するリモート研修の試行（3会場） 

２ １のための準備事項 

 
■認定社会福祉士登録機関 
〇認定社会福祉士登録推進委員会 

   １ 認定社会福祉士制度の広報活動（制度説明、研修情報等の提供） 

２ 認定社会福祉士の新規登録及び更新登録の推進に関すること 

３ 認定社会福祉士登録に係る事務 

４ 認定社会福祉士登録者の情報管理 

５ 認定社会福祉士の公表（本会ホームページへの掲載） 

６ 認定社会福祉士認定研修の開催 

 

＜事務局＞ 

  〇管理局関係 

   １ 日本社会福祉士会ニュースの発行（年 4回） 

   ２ 日本社会福祉士会ホームページの運用 

   ３ 社会福祉士全国統一模擬試験事業支援 

   ４ 全国大会（山形大会）運営支援 

   ５ 都道府県社会福祉士会会員管理、会費徴収委託事務及び業務支援 

   ６ 社会福祉士賠償責任保険運用支援 

   ７ 国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）に関する事項 

   

   ９ ソーシャルケアサービス研究協議会対応 

  １０ 事務局職員情報交流連絡会 

  〇ソーシャルワーク推進局関係 

   １ 権利擁護推進部に関する事項 

    （１）社会福祉士賠償責任保険 Cプラン運用にかかる事務 

    （２）受任状況全国集計・公表事務 

    （３）名簿登録料徴収等委託事務 

   ２ 独立型社会福祉士支援部に関する事項 

    （１）独立型社会福祉士名簿登録制度の運営 

  〇生涯研修局関係 

   １ 生涯研修センターホームページ運用 

   ２ 生涯研修制度管理システム運営・管理 

   ３ e-ラーニングシステムの運営・管理 

   ４ 研修受講受付・修了証発行 

   ５ 生涯研修手帳の発行 

   ６ スーパーバイザー登録申請受付事務 

  〇認定社会福祉士認証・認定機構関係 

   ※認定機構からの委託を受けて次の事業の事務局を担う 

   １ 機構総会、理事会及び委員会の開催 

   ２ 研修認証の審査及び認証 

   ８ 日本ソーシャルワーカー連盟（JFSW）に関する事項（幹事団体、国際、

子ども家庭福祉） 
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   ４ スーパービジョン実施にかかる事項 

   ５ スーパーバイザー登録の審査及び登録 

６ 認定社会福祉士認定研修の企画・開催 

   ７ 認定社会福祉士認証・認定機構ホームページの運用 

   ８ 認定社会福祉士制度管理システム運営・管理  

 

 

 

   ３ 認定社会福祉士認定の審査及び認定 
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2021年度事業計画案 委員会・プロジェクトチーム 

 

局 部 委員会・プロジェクト ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ期間等 

管

理

局 

総務部 組織委員会  
危機管理室  
倫理綱領行動規範伝達研修 PT 21 年度 

実践研究推進 PT 19～21 年度 

広報検討 PT（仮称） 21 年度 

シンクタンク機能充実 PT（仮称） 21 年度 

（独立委員会）

（独立委員会）

綱紀委員会  
学会運営委員会  

権利擁護 
推進部 

ぱあとなあ運

営協議会 
運営協議会 

 

後見委員会

 
本委員会  
成年後見制度利用促進 PT 21 年度 

出版 PT 21～22 年度 

法人としての社会福祉士会の成

年後見制度への関わり検討 PT 
19～21 年度 

活動報告書 IT 化 PT 20～22 年度 

成年後見制度利用促進関連事業 21年度厚労省補助

金事業（申請予定） 

権利擁護

推進あり

方検討委

員会 

本委員会  

 
21年度厚労省補助

金事業（申請予定） 

21年度厚労省委託

事業（申請予定） 

地域生活 
支援部 

地域包括ケア推進委員会  
重層的支援体制整備事業推進 PT 21 年度 

子ども家庭支

援委員会 
本委員会  
SSW 実践アドバイザー養成 PT 21 年度 

ソーシャルイ

ンクルージョ

ン部 

生活困窮者支援委員会  
多文化ソーシャルワーク PT  
リーガル・ソーシャルワーク研究委員会   

独立型社会福

祉士支援部 
独立型社会福祉士委員会  

 度年12～02 TP修研クーワルャシーソロクマ

生
涯
研
修
局 

生涯研修部 生涯研修セン

ター企画・運

営員会 

本委員会  
実習指導者講習会講師養成 PT 19～21 年度 

 度年12～81 TP発開材教修研礎基

現任者に係る研修・SV事業  21年度厚労省補助

金事業（申請予定） リモート研修等推進 PT（仮称） 

認定社会福祉

士登録機関 
認定社会福祉士登録推進委員会  

法に基づく高齢者虐待に係る状況

調査事業

高齢者虐待に係る調査研究事業
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公益社団法人 日本社会福祉士会 

２０２０年度臨時総会 

 

 

 

 

 

第２号報告 

２０２１年度収支予算 
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(単位：円）

Ⅰ ⼀般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運⽤益 1,000 1,000 0

基本財産受取利息 1,000 1,000 0

特定資産運⽤益 6,000 6,000 0

特定資産受取利息 6,000 6,000 0

受取会費 225,430,000 226,970,000 △ 1,540,000

正会員受取会費 224,500,000 226,000,000 △ 1,500,000

賛助会員受取会費 930,000 970,000 △ 40,000

事業収益 40,831,000 55,038,000 △ 14,207,000

研修収⼊ 17,553,000 26,969,000 △ 9,416,000

修了証等発⾏収⼊ 160,000 350,000 △ 190,000

出版物販売等収⼊ 2,850,000 5,082,000 △ 2,232,000

印税収⼊ 1,000,000 2,500,000 △ 1,500,000

後⾒登録料徴収代⾏⼿数料 397,000 436,000 △ 39,000

名簿登録料収⼊ 900,000 860,000 40,000

認定登録料収⼊ 2,370,000 2,420,000 △ 50,000

会費管理⼿数料収⼊ 4,210,000 5,254,000 △ 1,044,000

業務受託収⼊ 11,391,000 11,167,000 224,000

受取負担⾦ 23,935,000 21,051,000 2,884,000

受取負担⾦ 23,935,000 21,051,000 2,884,000

受取補助⾦等 8,000,000 8,000,000 0

受取⺠間助成⾦ 8,000,000 8,000,000 0

受取寄附⾦ 100,000 100,000 0

受取寄附⾦ 100,000 100,000 0

雑収益 11,592,000 21,664,000 △ 10,072,000

受取利息 1,000 1,000 0

広告料収⼊ 479,000 1,917,000 △ 1,438,000

資料販売収⼊ 11,087,000 19,453,000 △ 8,366,000

研修派遣収⼊ 0 243,000 △ 243,000

雑収益 25,000 50,000 △ 25,000

経常収益計 309,895,000 332,830,000 △ 22,935,000

（２）経常費⽤

事業費 261,166,730 284,441,092 △ 23,274,362

給料⼿当 88,376,200 87,916,755 459,445

臨時雇賃⾦ 1,191,000 1,190,250 750

法定福利費 15,353,930 15,371,195 △ 17,265

福利厚⽣費 2,340,000 2,297,600 42,400

通勤費 2,566,850 2,608,378 △ 41,528

修繕費 42,000 43,500 △ 1,500

光熱⽔料費 977,760 1,023,120 △ 45,360

賃借料 11,608,800 13,025,640 △ 1,416,840

リース料 804,720 830,460 △ 25,740

会員管理費 2,486,000 2,885,000 △ 399,000

租税公課 2,391,480 2,924,844 △ 533,364

減価償却費 6,438,550 7,376,360 △ 937,810

⽀払寄附⾦ 500,000 500,000 0

2021年度　収支予算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

科     ⽬ 当年度 前年度 増減
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(単位：円）

2021年度　収支予算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

科     ⽬ 当年度 前年度 増減

システム管理費 16,017,760 12,741,600 3,276,160

⼤会費 500,000 500,000 0

業務委託費 16,554,000 17,335,000 △ 781,000

旅費交通費 15,248,000 29,229,000 △ 13,981,000

諸謝⾦ 8,227,000 8,785,000 △ 558,000

会場費 1,350,000 7,288,000 △ 5,938,000

会議費 52,000 126,000 △ 74,000

通信運搬費 22,006,680 25,248,010 △ 3,241,330

事務消耗品費 2,478,040 3,086,320 △ 608,280

印刷製本費 31,302,760 28,784,090 2,518,670

諸会費 3,337,000 3,137,000 200,000

保険料 6,108,200 6,647,470 △ 539,270

雑費 2,908,000 3,540,500 △ 632,500

管理費 46,832,270 48,329,908 △ 1,497,638

役員報酬 90,000 90,000 0

給料⼿当 18,863,800 15,756,245 3,107,555

臨時雇賃⾦ 397,000 396,750 250

法定福利費 3,326,070 2,796,805 529,265

福利厚⽣費 940,000 846,400 93,600

通勤費 633,150 591,622 41,528

渉外費 406,000 106,000 300,000

修繕費 8,000 6,500 1,500

光熱⽔料費 186,240 152,880 33,360

賃借料 2,211,200 1,946,360 264,840

リース料 137,280 111,540 25,740

租税公課 53,520 56,156 △ 2,636

減価償却費 785,450 1,004,640 △ 219,190

諸報酬 3,114,000 3,114,000 0

システム管理費 387,240 266,400 120,840

業務委託費 1,320,000 3,480,000 △ 2,160,000

旅費交通費 7,445,000 11,649,000 △ 4,204,000

会場費 1,148,000 1,139,000 9,000

会議費 10,000 10,000 0

通信運搬費 881,320 819,990 61,330

事務消耗品費 336,960 355,680 △ 18,720

印刷製本費 1,764,240 1,239,910 524,330

諸会費 1,046,000 1,046,000 0

保険料 96,800 153,530 △ 56,730

新聞図書費 561,000 561,000 0

⽀払利息 456,000 457,000 △ 1,000

雑費 228,000 176,500 51,500

経常費用計 307,999,000 332,771,000 △ 24,772,000

当期経常増減額 1,896,000 59,000 1,837,000

税引前当期⼀般正味財産増減額 1,896,000 59,000 1,837,000

法⼈税等 70,000 70,000 0

税引後当期⼀般正味財産増減額 1,826,000 △ 11,000 1,837,000
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円

円

（２）設備投資の見込みについて

設備投資の予定

事業

区分番号

事業
年度

円

資金調達及び設備投資の見込みについて

（１）資金調達の見込みについて

法人コード

番号

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してくださ
い。

自 令和3年4月1日

令和4年3月31日至

円

設備投資の内容
支出又は収入の

予定額

使途

借入れの予定

資金調達方法
又は取得資金の使途

借入先 金額

法人名

A022370

公益社団法人日本社会福祉
士会

なし

なし

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

事業

区分
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公益社団法人 日本社会福祉士会 

２０２０年度臨時総会 
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次期綱紀委員会委員選任報告 
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次期綱紀委員会委員一覧 

 
「公益社団法人日本社会福祉士会綱紀委員会委員選任に関する細則」第３条３項に基づき、次期

綱紀委員候補者として下記の 10 名が 2020 年度第 11 回理事会（2 月 6 日）において承認されまし

たので報告いたします。 

 

１．任 期：２０２１年４月１日～２０２３年３月３１日までの２年間 

 

２．綱紀委員候補者：１０名 

 

①会員７名 

（敬称略・50 音順） 

No. 会員番号 氏名（ふりがな） 所属県士会 推薦県士会 任期 

1 52746 阿部  寛（あべ ひろし） 京都 京都 1 期目 

2 24024 加藤 雅之（かとう まさゆき） 福井 福井 3 期目 

3 29630 鈴木  孝（すずき たかし） 山形 山形 3 期目 

4 9085 本間 昭夫（ほんま あきお） 青森 青森 2 期目 

5 7146 宮崎 正行（みやざき まさゆき） 兵庫 兵庫 2 期目 

6 8650 山本  豪（やまもと たけし） 愛媛 愛媛 1 期目 

7 38689 横堀 公隆（よこぼり きみたか） 埼玉 埼玉 1 期目 

 

 

②外部委員３名 

（敬称略・50 音順） 

No. 氏名（ふりがな） 所属県士会 任期 

1 木村 謙二（きむら けんじ） （公社）家庭問題情報センター ４期目 

2 関戸 康之（せきど やすゆき） わかばの風法律事務所（弁護士） ２期目 

3 滝口  真（たきぐち まこと） 西九州大学 ２期目 
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第４号報告 

成年後見事業被害者見舞金の適用について 
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成年後見事業被害者見舞金の適用について 

 

 

 この度、成年後見事業被害者見舞金を適用しましたのでご報告します。 

 

 ＜適用した案件の概要＞ 

   ぱあとなあ名簿登録をしていた成年後見人が被後見人 2 名の財産を着服し

た。当該会員は 2020 年 2 月に職務執行が停止され、同年 7 月に解任された。 

   なお、当該会員は所属する社会福祉士会において 2021 年 2 月に開催された

臨時総会において除名処分されている。 

 

 

 ＜支払った見舞金＞ 

   被害にあった被後見人 2名に各 10 万円を支払った。 

   支払った見舞金の総額：200,000 円 
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新たに制定・改正した規程類（2020 年 6 月から 2021 年 2 月まで） 

 
 
■ 第３回理事会（６月２０日）において改正した規程類 

 １ 正会員及び正会員に所属する社会福祉士が実践研究等 

において事例を取り扱う際のガイドライン 

 ２ 正会員及び正会員に所属する社会福祉士がスーパービジョン 

を行う際の事例取扱ガイドライン 

・2020 年 6月 20 日改正、施行 

・内容：研修会やスーパービジョン等で事例を取扱う際には、個人情報にかかる秘密の保持

が重要になります。現行のガイドラインはそのための指針を示してますが、より一

層、個々の社会福祉士に重要性を認識していただくため改正しました。 

・各ガイドラインの新旧対照表は「事務局月報 NO.313（2020 年度 7月号）『規程類新設・改 

正 関連情報』」をご覧ください。 

 

 

■ 第４回理事会（７月１１日）において改正した規程類 

 １ 定款変更に伴う改正 

       ・情報公開規程 

       ・アドバイザー登録規程 

       ・国際協力員登録規程 

  ・事務局の組織及び運営に関する規程 

   ・事務処理規程 

・2020 年 7月 11 日改正、施行 

・内容等：6月30日の定款変更（書面評決）では、第33条（決議事項の遵守）が追加され

ました。これまでの第 33 条以降の条数が繰り下げになったことにより規程の条

数を改正しました。内容の変更はありません。 

・各規程の新旧対照表は「事務局月報 NO.314（2020 年度 8 月号）『規程類 新設・改正 関連 

情報』」をご覧ください。 

 

 ２ 生涯研修制度施行規程  

・2020 年 7月 11 日改正、施行 

・内容等：生涯研修センター協議会における関東甲信越ブロックからの参加者が 2 名になっ

たことにより改正しました。 

   ・規程の新旧対照表は「事務局月報NO.314（2020年度8月号）『規程類 新設・改正 関連

情報』」をご覧ください。 

 

３ 修了証明書発行要綱 

   ・2020 年 7 月 11日改正、施行 

・内容等：修了証明書発行要綱様式第1号及び様式第2号において、修了証明審査料、発

行手数料は郵便小為替での支払いと明記していましたが、郵送事故や紛失の危

険性も考えられるため、支払い方法を振込に変更をしました。様式第1号及び

第 2 号の改正で、要綱本文の改正はありません。 

   ・修了証明書発行要綱様式第1号及び様式第2号の新旧は「事務局月報NO.314（2020年度

8 月号）『規程類 新設・改正 関連情報』」をご覧ください。 
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■ メールによる理事会（９月２５日）において制定した規程類 

 １ 新型コロナウイルス等感染症対策のための集合形式による 

研修及び会議等開催におけるガイドライン 

   ・2020 年 9 月 25日制定、施行 

・内容等：新型コロナウイルス等感染症対策を講じた集合形式による研修、会議、イベント

等を開催する場合の基準や留意点をまとめガイドラインを制定しました。 

   ・ガイドラインの全文は「事務局月報 NO.317（2020 年度 11 月号）『規程類 新設・改正 関

連情報』」をご覧ください。 

 

 

■ 第７回理事会（１０月３日）において改正した規程類 

１ 研究誌『社会福祉士』にかかる規程類 

・研究誌『社会福祉士』編集規程 

・研究誌『社会福祉士』投稿論文等審査規程 

・研究誌『社会福祉士』への論文等投稿に関する 

審査に対する反論の機会確保に関する細則 

・研究誌『社会福祉士』への論文等及び社会福祉士学会での 

発表取り消しの決定に対する不服申立ての機会確保に関する細則 

・論文等の投稿に関するガイドライン 

・2020 年 10 月 3 日制定、2021 年 4 月 1 日施行 

・内容等：研究誌『社会福祉士』第 29 号（2021 年度）から従来の投稿分類「論文」「研究ノ

ート」「実践報告」に新しく「実践研究」を追加する改正をしました。 

   ・各規程､各細則、ガイドラインの新旧対照表は「事務局月報 NO.316（2020 年度 10 月号） 

『規程類 新設・改正 関連情報』」をご覧ください。 

 

２ 名刺作成におけるガイドライン  

・2020 年 10 月 3 日制定、施行 

・内容等：名刺作成におけるガイドライン第 3 条第 7 項で規定している⑥について、社会福

祉士登録番号に加えて社会福祉士会員番号も記載することができること、合わせ

て会社や事務所の役職名を記載できることとする改正をしました。 

   ・ガイドラインの新旧対照表は｢事務局月報 NO.316（2020 年度 10 月号）『規程類 新設・改 

正 関連情報』」をご覧ください。 

 

 

■ 第８回理事会（１１月２１日）において改正した規程類 

１ 認定社会福祉士登録機関設置運営規程細則 

・2020 年 11 月 21 日制定、施行 

・内容等：細則に記載されている、事務手数料の「郵便小為替」での支払いについて検討し、 
     郵便小為替での支払いを取りやめることといたしました。 

   ・細則の新旧対照表は「事務局月報 NO.318（2020 年度 12 月号）『規程類 新設・改正 関連 

    情報』」をご覧ください。 
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■ メールによる理事会（１２月１０日）において改正した規程類 

１ 名簿登録ガイドライン 

２ 活動報告書(業務監査)ガイドライン 

・2020 年 12 月 10 日改正、施行 

・内容等：社会福祉士資格・精神保健福祉士資格を有し、都道府県社会福祉士会「権利擁 
     護センターぱあとなあ」と日本精神保健福祉士協会「認定成年後見人ネットワ 

ーククローバー」の両方に名簿登録を行っている会員について、日本精神保健 
福祉士協会と協議を重ね、両会において、当該会員が複数団体への登録を行っ 
ていること及び、登録先での受任件数を報告し、両会が必要な情報を共有する 

ことができること、必要に応じて管轄の家庭裁判所と連携をとることができる  

ことを本会ガイドラインに追記しました。 

   ・各ガイドラインの新旧対照表は｢事務局月報 NO.318（2020 年度 12 月号）『規程類 新設・ 

改正 関連情報』」をご覧ください。 

 

 

■ 第１０回理事会（１月１６日）において制定した規程類 

 １ 都道府県社会福祉士会が行う法人後見の運営に関する細則 

   ・2021 年 1 月 16日制定、2021 年 4 月 1日施行 

・内容等：後見委員会では、2019年度に法人後見ガイドライン見直しプロジェクト、2020

年度に法人としての社会福祉士会の成年後見制度への関わり検討プロジェクト

を設置し、都道府県社会福祉士会における法人後見及び法人後見監督に関する

規程の在り方を検討しました。その結果、現在の「ガイドライン」（会の運営等

に関し、一貫性や合理性等の確保を目的として、会としての大まかな方針や、

標準的な取扱いを示すもの）ではなく、会員に対する一定の効力を有し、継続

的・普遍的に効力を有する細則（規則・規程に定められた事項について、さら

に詳細な内容を定めたもの）を制定しました。 

      なお、本細則の整備に伴い、従来の「都道府県社会福祉士会が行う法人後見

の運営に関するガイドライン」は廃止しました。 

・細則の全文は「事務局月報 NO.320（2020 年度 2 月号）『規程類 新設・改正 関連情報』」 

をご覧ください。 

 

 

■ 第１１回理事会（２月６日）において改正した規程類 

  １ 生涯研修制度施行規程 

・2021 年 2月 6 日改正、施行 

・内容等：生涯研修制度施行規程の様式第 1 号の課程修了認定証については、他の研修の

修了証と同様に、会長名ではなく生涯研修センター長名での公印使用とするこ

とといたしました。それに伴い､様式第 1 号を改正いたしました。また、様式 

第 2 号につきましても、「振込郵便局名」という記載が、ゆうちょ銀行以外から

の入金を認めている実態に即していないため、改正しました。規程本文の改正

はありません。 

   ・様式第 1 号及び様式第 2 号の新旧は「事務局月報 NO.320（2020 年度 2月号）『規程類新

設・改正 関連情報』」をご覧ください。 
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 ２ ポスター発表にかかる規程類 

         ・研究倫理規程 

・社会福祉士学会個人発表及び自主企画シンポジウムの運営規程 

         ・研究誌『社会福祉士』への論文等及び社会福祉士学会での発表取り消し 

の決定に対する不服申立ての機会確保に関する細則 

・個人発表及び自主企画シンポジウムにおける発表に関するガイドライン 

    ・2021 年 2 月 6 日改正、2021 年 4 月 1 日施行 

・内容等：2022 年度の第 30 回日本社会福祉士会全国大会・社会福祉士学会（東京大会か 

らこれまでの分科会発表（個人発表・自主企画シンポジウム）にポスター発表 

を追加する予定であるため､ポスター発表を追加する改正をしました｡ 

    ・各規程、細則、ガイドラインの新旧対象表は「事務局月報 NO.320（2020 年度 2月号） 

『規程類 新設・改正 関連情報』」をご覧ください。 
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 公益社団法人 日本社会福祉士会 事務局 

〒１６０－０００４ 

東京都新宿区四谷１－１３カタオカビル２階 

電 話 ０３－３３５５－６５４１ 

ＦＡＸ ０３－３３５５－６５４３ 

E-mail：info@jacsw.or.jp 
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